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        公布された規則のあらまし         

 

◇鳥取県税条例施行規則等の一部を改正する規則 

１ 規則の改正理由 

地方税法等の一部が改正され、自動車税の環境性能割の廃止等が行われることに伴い、所要の改正を行う。 

２ 規則の概要 

(１) 鳥取県税条例施行規則の一部改正 

ア 自動車税の環境性能割の廃止に伴い、税目名称の変更等所要の規定の整備を行う。 

イ その他所要の規定の整備を行う。 

(２) 鳥取県納税貯蓄組合規則の一部改正 

第１号様式中自動車税種別割を自動車税に改める。 

(３) 合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例施行規則の一部改

 正 

様式第１号中自動車税種別割を自動車税に改める。 

(４) 施行期日等 

ア 施行期日は、令和８年４月１日とする。 

イ 所要の経過措置を講ずる。 

ウ 鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則について所要の規定の整備を行う。 
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規 則

 鳥取県税条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月31日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

鳥取県規則第26号 

鳥取県税条例施行規則等の一部を改正する規則

 
（鳥取県税条例施行規則の一部改正） 

第１条 鳥取県税条例施行規則（昭和35年鳥取県規則第40号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正す

る。 

改 正 後 改 正 前 

目次 

第１章 略 

第２章 普通税 

第１節～第５節 略 

第６節 自動車税（第50条－第50条の21） 

第７節 略 

第３章 略 

附則 

 

目次 

第１章 略 

第２章 普通税 

第１節～第５節 略 

第６節 自動車税（第50条－第50条の20） 

第７節 略 

第３章 略 

附則 

 

（徴税吏員） 

第１条 次に掲げる者は、鳥取県税条例（平成13年

鳥取県条例第10号。以下「条例」という。）第２

条第１項第１号に規定する徴税吏員を命ぜられた

ものとする。 

(１) 令和の改新戦略本部税務課に勤務する県の

一般職の職員（会計年度任用職員及び臨時的任

用職員を除く。） 

(２) 県税事務所に勤務する県の一般職の職員

（会計年度任用職員及び臨時的任用職員を除

く。） 

 

（徴税吏員） 

第１条 次に掲げる者は、鳥取県税条例（平成13年

鳥取県条例第10号。以下「条例」という。）第２

条第１項第１号に規定する徴税吏員を命ぜられた

ものとする。 

(１) 令和の改新戦略本部税務課に勤務する県の

職員（臨時的任用職員及び非常勤職員を除

く。） 

(２) 県税事務所に勤務する県の職員（臨時的任

用職員及び非常勤職員を除く。） 

（知事が収納事務を委託した者に納付することがで

きる県税に係る徴収金） 

第２条の３ 条例第６条第１項ただし書に規定する

規則で定める徴収金は、次の各号に掲げる徴収金

とし、第１号又は第３号に掲げる徴収金にあって

はそれぞれ第１号又は第３号に定める納付書（領

収済通知書にバーコードが記載されているものに

限る。）により納付し、第２号又は第４号に掲げ

る徴収金にあってはそれぞれ第２号又は第４号に

定める書類の提出の際に納付するものとする。 

（知事が収納事務を委託した者に納付することがで

きる県税に係る徴収金） 

第２条の３ 条例第６条第１項ただし書に規定する

規則で定める徴収金は、次の各号に掲げる徴収金

とし、第１号又は第３号に掲げる徴収金にあって

はそれぞれ第１号又は第３号に定める納付書（領

収済通知書にバーコードが記載されているものに

限る。）により納付し、第２号又は第４号に掲げ

る徴収金にあってはそれぞれ第２号又は第４号に

定める書類の提出の際に納付するものとする。 
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(１) 略 

(２) 自動車税（条例第142条第２項に規定する方

法により納付する場合に限る。） 地方税法施

行規則（昭和29年総理府令第23号）第16号の43

様式 

 

 

(３) 自動車税（条例第142条第２項に規定する方

法により納付する場合を除く。） 第１号様式

の３その６及び第１号様式の３その７ 

(４) 略 

 

(１) 略 

(２) 自動車税の環境性能割（条例第137条の11第

１項に規定する方法により納付する場合に限

る。）及び種別割（条例第142条第２項に規定す

る方法により納付する場合に限る。） 地方税

法施行規則（昭和29年総理府令第23号。以下

「総務省令」という。）第16号の43様式 

(３) 自動車税の種別割（条例第142条第２項に規

定する方法により納付する場合を除く。） 第

１号様式の３その６及び第１号様式の３その７ 

(４) 略 

 

（税額等変更通知書） 

第５条の２ 所長は、納税通知書を発した後におい

て、その記載した事項のうち課税標準、税率又は

税額が過大又は過少であるためこれを変更しよう

とする場合は、第５号様式の２による税額等変更

通知書により当該納税者に通知するものとする。

ただし、自動車税の額を変更しようとする場合に

おいては、当該変更により既納の徴収金が過納と

なるため当該徴収金を還付し、又は充当するとき

に限り、第17号様式その２により通知するものと

する。 

 

（税額等変更通知書） 

第５条の２ 所長は、納税通知書を発した後におい

て、その記載した事項のうち課税標準、税率又は

税額が過大又は過少であるためこれを変更しよう

とする場合は、第５号様式の２による税額等変更

通知書により当該納税者に通知するものとする。

ただし、自動車税の種別割の額を変更しようとす

る場合においては、当該変更により既納の徴収金

が過納となるため当該徴収金を還付し、又は充当

するときに限り、第17号様式その２による自動車

税種別割税額変更・還付（充当）通知書により通

知するものとする。 

 

（口座振替の方法による個人の事業税等の納付） 

第14条の２ 個人の行う事業に対する事業税又は自

動車税を地方自治法施行令（昭和22年政令第16

号）第155条の規定による口座振替の方法（第50条

の20において「口座振替の方法」という。）に

よって納付しようとする者は、第11号様式の４に

よる県税納付書送付依頼書兼県税口座振替依頼

書・自動払込受付通知書（以下この条において

「依頼書」という。）を課税地を管轄する所長又

は指定金融機関、指定代理金融機関若しくは収納

代理金融機関（以下「指定金融機関等」とい

う。）に提出しなければならない。ただし、指定

金融機関等に対しては、当該指定金融機関等が指

定する電子情報処理組織を使用する方法その他の

情報通信の技術を利用する方法をもって依頼書の

提出に代えることができる。 

２ 略 

 

（口座振替の方法による個人の事業税等の納付） 

第14条の２ 個人の行う事業に対する事業税又は自

動車税の種別割を地方自治法施行令（昭和22年政

令第16号）第155条の規定による口座振替の方法

（第50条の19の３において「口座振替の方法」と

いう。）によって納付しようとする者は、第11号

様式の４による県税納付書送付依頼書兼県税口座

振替依頼書・自動払込受付通知書（以下この条に

おいて「依頼書」という。）を課税地を管轄する

所長又は指定金融機関、指定代理金融機関若しく

は収納代理金融機関（以下「指定金融機関等」と

いう。）に提出しなければならない。ただし、指

定金融機関等に対しては、当該指定金融機関等が

指定する電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法をもって依頼書

の提出に代えることができる。 

２ 略 

 

（法人の県民税均等割の減免の手続） 

第35条の５ 略 

（法人の県民税均等割の減免の手続） 

第35条の５ 略 
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２ 略 

３ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しな

ければならない。ただし、減免を受けた事業年度

以降においては、アに掲げる書類（第１項第２号

アに掲げる要件に該当する法人に限る。）を除

き、添付を要しない。 

 

ア 略 

 

 

イ 略 

ウ 略 

４・５ 略 

 

２ 略 

３ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しな

ければならない。ただし、減免を受けた事業年度

以降においては、イに掲げる書類（第１項第２号

アに掲げる要件に該当する法人に限る。）を除

き、添付を要しない。 

ア 定款又は寄附行為 

イ 略 

ウ 登記事項証明書その他法人の設立を証する書

 面 

エ 略 

オ 略 

４・５ 略 

 

（法人の事業税及び特別法人事業税の申告納付期限

の承認） 

第37条 所長は、地方税法施行規則第４条の４の規

定による申請書を受理したときは、その適否を調

査の上承認又は不承認の決定をし、遅滞なく、申

請者に第55号様式による通知書で通知しなければ

ならない。 

 

（法人の事業税及び特別法人事業税の申告納付期限

の承認） 

第37条 所長は、総務省令第４条の４の規定による

申請書を受理したときは、その適否を調査の上承

認又は不承認の決定をし、遅滞なく、申請者に第

55号様式による通知書で通知しなければならな

い。 

 

（納税済印） 

第50条 条例第143条第２項に規定する規則で定める

納税済印は、第64号様式のとおりとする。 

 

（納税済印） 

第50条 条例第137条の11第２項及び第143条第２項

に規定する規則で定める納税済印は、第64号様式

のとおりとする。 

 

第50条の２から第50条の７まで 削除 

（自動車税の課税免除に係る構造上身体障害者等の

利用に専ら供するための自動車の範囲） 

第50条の２ 条例第137条第４号に規定する自動車

は、身体障害、知的障害又は精神障害を有し歩行

が困難な者（以下この条において「身体障害者

等」という。）の利用に専ら供するために、車い

すの昇降装置若しくは固定装置又は浴槽を装着す

る自動車その他身体障害者等の利用に供するため

に特別の仕様により製造された自動車及びこれら

に相当する構造の変更が行われた自動車とする。 

 

（種別割の課税免除に係る構造上身体障害者等の利

用に専ら供するための自動車の範囲） 

第50条の８ 条例第137条第２項第４号に規定する自

動車は、身体障害、知的障害又は精神障害を有し

歩行が困難な者（以下この条において「身体障害

者等」という。）の利用に専ら供するために、車

いすの昇降装置若しくは固定装置又は浴槽を装着

する自動車その他身体障害者等の利用に供するた

めに特別の仕様により製造された自動車及びこれ

らに相当する構造の変更が行われた自動車とす

る。 

 

（自動車税の課税免除に係る一般乗合用のバスの範

囲） 

第50条の３ 条例第137条第10号に規定する規則で定

める基準を満たす一般乗合用のバスは、同号に規

（種別割の課税免除に係る一般乗合用のバスの範

囲） 

第50条の９ 条例第137条第２項第10号に規定する規

則で定める基準を満たす一般乗合用のバスは、同
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定する補助金に係るバス路線（以下「生活路線」

という。）を運行する一般乗合用のバス（以下

「課税免除対象バス」という。）のうち、同条の

課税免除を受けようとする年度の４月１日（同日

が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律

（昭和23年法律第178号）に規定する休日に当たる

ときは、直後に到来するこれらの日以外の日。以

下「基準日」という。）において、旅客自動車運

送事業運輸規則（昭和31年運輸省令第44号）第25

条第１項の業務記録によって生活路線の走行キロ

数及び全走行キロ数を算定し、次の算式により算

定した生活路線走行率の高いものから順次課税免

除対象バス総数までの一般乗合用のバスとする。 

 

生活路線走行率＝基準日における生活路線の走

行キロ数／基準日における全走行キロ数 

２ 略 

３ 年度の中途で課税免除対象バスに代わり他の一

般乗合用のバスが当該課税免除対象バスが運行し

ていた生活路線において運行することとなった場

合には、当該年度においては、当該他の一般乗合

用のバスについては、条例第137条の課税免除を行

わないものとする。 

 

号に規定する補助金に係るバス路線（以下「生活

路線」という。）を運行する一般乗合用のバス

（以下「課税免除対象バス」という。）のうち、

同条の課税免除を受けようとする年度の４月１日

（同日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する

法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日に当

たるときは、直後に到来するこれらの日以外の

日。以下「基準日」という。）において、旅客自

動車運送事業運輸規則（昭和31年運輸省令第44

号）第25条第１項の業務記録によって生活路線の

走行キロ数及び全走行キロ数を算定し、次の算式

により算定した生活路線走行率の高いものから順

次課税免除対象バス総数までの一般乗合用のバス

とする。 

生活路線走行率＝基準日における生活路線の走

行キロ数／基準日における全走行キロ数 

２ 略 

３ 年度の中途で課税免除対象バスに代わり他の一

般乗合用のバスが当該課税免除対象バスが運行し

ていた生活路線において運行することとなった場

合には、当該年度においては、当該他の一般乗合

用のバスについては、条例第137条第２項の課税免

除を行わないものとする。 

 

（自動車税の課税免除の手続） 

第50条の４  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（自動車税の課税免除の手続） 

第50条の10 条例第137条第１項第２号及び第３号の

規定により環境性能割の課税免除を受けようとす

る者は、条例第137条の９第１項に規定する申告書

の提出期限（東部県税事務所長が特に認める場合

にあっては、当該申告書を提出した日から１月を

経過する日。以下この節において「申請期限」と

いう。）までに、申請書及び課税免除を受けよう

とする事由を記載した書類（以下この節において

「課税免除申請書等」という。）を東部県税事務

所長に提出しなければならない。ただし、災害そ

の他の真にやむを得ない事由がある場合に限り、

申請期限の経過後に、遅延理由書を添えて課税免

除申請書等を提出することができる。 

２ 前項の課税免除申請書等は、課税免除の区分に

応じ、次の表に定めるところによる。 

課税免除の

区分 

申請書 課税免除を受けよう

とする事由を証する

書類 

(１) 条例

第 137 条

第64号様

式の２そ

ア 運転計画表（第

64号様式の３） 
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第１項第

２号に係

るもの 

の１ イ 自動車検査証の

写し 

ウ その他所有又は

使用の事実を証す

る写真又は書類 

(２) 条例

第 137 条

第１項第

３号に係

るもの 

第64号様

式の２そ

の２ 

ア 自動車検査証の

写し 

イ 特例非営利活動

法人の設立の認証

書の写し 

ウ 特定非営利活動

法人の設立に係る

登記事項証明書 

エ 自動車を無償で

譲り受けたことを

証する書類 

オ 自動車の使用目

的を証する書類 

カ 自動車の写真 

条例第137条第４号から第11号までの規定により

自動車税の課税免除を受けようとする者は、次の

表に定めるところにより、申請書及び課税免除を

受けようとする事由を記載した書類（以下この節

において「課税免除申請書等」という。）を提出

しなければならない。ただし、災害その他の真に

やむを得ない事由により、同表に定める提出期限

経過後に、遅延理由書を添付した課税免除申請書

等を提出したときは、同表に定める提出期限内に

提出したものとみなす。 

 略 

２ 前項の課税免除申請書等は、課税免除の区分に

応じ、次の表に定めるところによる。 

課税免除の

区分 

申請書 課税免除を受けよう

とする事由を証する

書類 

(１) 条例

第 137 条

第４号に

係るもの

第64号様

式の４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 条例第137条第２項第４号から第11号までの規定

により種別割の課税免除を受けようとする者は、

次の表に定めるところにより、課税免除申請書等

を提出しなければならない。ただし、災害その他

の真にやむを得ない事由により、同表に定める提

出期限経過後に、遅延理由書を添付した課税免除

申請書等を提出したときは、同表に定める提出期

限内に提出したものとみなす。 

 

 

 略 

４ 前項の課税免除申請書等は、課税免除の区分に

応じ、次の表に定めるところによる。 

課税免除の

区分 

申請書 課税免除を受けよう

とする事由を証する

書類 

(１) 条例

第 137 条

第２項第

４号に係

るもの 

第64号様

式の４ 

ア 特別の仕様によ

り製造された自動

車の価額を証する

書類又は構造変更

後の自動車の価額

を証する書類（前

年度から引き続き

同一車両について

課税免除を受けよ

うとする場合（以
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ア 略 

イ 特別の仕様によ

る製造又は構造変

更の事実を証する

写真（前年度から

引き続き同一車両

について課税免除

を受けようとする

場合（以下この表

において「継続免

除 の 場 合 」 と い

う。）を除く。） 

(２) 条例

第 137 条

第５号か

ら第９号

までに係

るもの 

 

第64号様

式の２ 

 略 

(３) 条例

第 137 条

第10号に

係るもの

第64号様

式の５ 

 略 

(４) 条例

第 137 条

第11号に

係るもの

第64号様

式の２ 

 略 

下この表において

「 継 続 免 除 の 場

合」という。）を

除く。） 

イ 略 

ウ 特別の仕様によ

る製造又は構造変

更の事実を証する

写真（継続免除の

場合を除く。） 

 

 

 

 

 

 

(２) 条例

第 137 条

第２項第

５号から

第９号ま

でに係る

もの 

第64号様

式の２そ

の１ 

 略 

(３) 条例

第 137 条

第２項第

10号に係

るもの 

第64号様

式の５ 

 略 

(４) 条例

第 137 条

第２項第

11号に係

るもの 

第64号様

式の２そ

の１ 

 略 

    

（自動車税の課税免除の承認） 

第50条の５  

 

 

 

 

 前条第１項の規定による自動車税の課税免除申

請書等を受理した所長は、速やかにその適否を調

査の上、承認又は不承認の決定をし、遅滞なく、

申請者に次の表の左欄に掲げる申請の区分に応

じ、同表の右欄に定める通知書により通知しなけ

（自動車税の課税免除の承認） 

第50条の11 東部県税事務所長は、前条第１項の規

定による環境性能割の課税免除申請書等を受理し

たときは、速やかにその適否を調査の上、承認又

は不承認の決定をし、遅滞なく、申請者に第64号

様式の６その１により通知しなければならない。 

２ 所長は、前条第３項の規定による種別割の課税

免除申請書等を受理したときは、速やかにその適

否を調査の上、承認又は不承認の決定をし、遅滞

なく、申請者に次の表の左欄に掲げる申請の区分

に応じ、同表の右欄に定める通知書により通知し
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ればならない。 

申請 通知書 

(１) 前条第２項の表

第１号、第２号又は

第４号に係るもの 

 略 

(２) 前条第２項の表

第３号に係るもの 

    

なければならない。 

申請 通知書 

(１) 前条第４項の表

第１号、第２号及び

第４号に係るもの 

 略 

(２) 前条第４項の表

第３号に係るもの 

    

（自動車税の課税免除の額） 

第50条の６ 年度の中途において条例第137条の規定

により課税免除すべき事由に該当することとなっ

た場合又は第50条の４第１項の表第１号に規定す

る提出期限経過後に自動車税の課税免除の申請が

あった場合においては、申請のあった月（災害そ

の他の真にやむを得ない事由により申請が遅れた

場合又は賦課期日の属する月中に課税免除すべき

事由に該当し、かつ、同号に規定する提出期限内

に申請があった場合にあっては、当該課税免除す

べき事由に該当することとなった月）の翌月から

月割をもって計算した額を課税免除する。 

 

（種別割の課税免除の額） 

第50条の12 年度の中途において条例第137条第２項

の規定により課税免除すべき事由に該当すること

となった場合又は第50条の10第３項の表第１号に

規定する提出期限経過後に種別割の課税免除の申

請があった場合においては、申請のあった月（災

害その他の真にやむを得ない事由により申請が遅

れた場合又は賦課期日の属する月中に課税免除す

べき事由に該当し、かつ、同号に規定する提出期

限内に申請があった場合にあっては、当該課税免

除すべき事由に該当することとなった月）の翌月

から月割をもって計算した額を課税免除する。 

 

（自動車税の課税免除の取消し） 

第50条の７  

 

 

 

 

 

 

 

 

 所長は、第50条の５の規定により自動車税の課

税免除の承認をした自動車のうち、当該課税免除

の適用の要件を欠くに至ったもの又は虚偽の申請

により当該承認を受けたものについては、直ちに

当該承認を取り消し、納税義務者に第64号様式の

７により通知しなければならない。 

２ 略 

（自動車税の課税免除の取消し） 

第50条の13 東部県税事務所長は、第50条の11第１

項の規定により環境性能割の課税免除の承認をし

た自動車のうち、虚偽の申請により当該承認を受

けたものについては、直ちに当該承認を取り消

し、納税義務者に第64号様式の７により通知しな

ければならない。 

２ 東部県税事務所長は、前項の規定により課税免

除の承認を取り消したときは、課税免除をしてい

た税額の全額を賦課徴収する。 

３ 所長は、第50条の11第２項の規定により種別割

の課税免除の承認をした自動車のうち、当該課税

免除の適用の要件を欠くに至ったもの又は虚偽の

申請により当該承認を受けたものについては、直

ちに当該承認を取り消し、納税義務者に第64号様

式の７により通知しなければならない。 

４ 略 

（自動車税の減免に係る身体障害者等の範囲等） 

第50条の８ 略 

（自動車税の減免に係る身体障害者等の範囲等） 

第50条の13の２ 略 

（自動車税の減免に係る生計を一にする者の範囲） 

第50条の９ 略 

（自動車税の減免に係る生計を一にする者の範囲） 

第50条の13の３ 略 
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（自動車税の減免に係る常時介護者の範囲） 

第50条の10 略 

（自動車税の減免に係る常時介護者の範囲） 

第50条の13の４ 略 

（自動車税の減免に係る使途の制限） 

第50条の11 条例第137条の２第１項第１号イ又はウ

に規定する自動車は、専ら当該身体障害者等の通

院、通所、通学、生業その他日常生活における移

動のために運転する自動車で、自動車検査証の自

家用・事業用の別の欄に自家用と記載されている

ものとする。 

 

（自動車税の減免に係る使途の制限） 

第50条の13の５ 条例第137条の２第１項第１号イ又

はウ及び同条第２項第１号（同条第１項第１号ア

に該当するものを除く。）に規定する自動車は、

専ら当該身体障害者等の通院、通所、通学、生業

その他日常生活における移動のために運転する自

動車で、自動車検査証の自家用・事業用の別の欄

に自家用と記載されているものとする。 

 

（自動車税の減免に係る台数の制限） 

第50条の12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 身体障害者等のための軽自動車等（法第442条第

１号に規定する軽自動車等をいう。以下同じ。）

に係る軽自動車税の自動車税について、市町村の

条例の定めるところにより課税免除又は減免を受

けている場合には、当該課税免除又は減免を受け

（自動車税の減免に係る台数の制限） 

第50条の13の６ 条例第137条の２第２項第１号の規

定による種別割の減免を受けている場合又は身体

障害者等のための軽自動車等（法第442条の２第１

項に規定する軽自動車等をいう。以下同じ。）に

係る軽自動車税の種別割について市町村の条例の

定めるところにより課税免除若しくは減免を受け

ている場合には、当該種別割の減免又は軽自動車

税の種別割の課税免除若しくは減免を受けている

期間に限り、条例第137条の２第１項第１号に規定

する自動車については、同項の環境性能割の減免

を行わないものとする。ただし、当該減免に係る

自動車又は課税免除若しくは減免に係る軽自動車

等について次の各号に掲げる事項を行う日のうち

いずれか早い日の１月前の日以後に新たに納税義

務が発生した自動車については、この限りでな

い。 

(１) 移転登録（道路運送車両法（昭和26年法律

第185号）第13条第１項の移転登録をいう。以下

同じ。） 

(２) 抹消登録（道路運送車両法第15条から第16

条までの規定による永久抹消登録、輸出抹消登

録及び一時抹消登録をいう。以下同じ。） 

(３) 自動車検査証の返納（道路運送車両法第69

条第１項に規定する自動車検査証の返納をい

う。以下同じ。） 

(４) 前号に準ずるものとして東部県税事務所長

が認める事項 

２ 身体障害者等のための軽自動車等に係る軽自動

車税の種別割について、市町村の条例の定めると

ころにより課税免除又は減免を受けている場合に

は、当該課税免除又は減免を受けている期間に限

り、条例第137条の２第２項第１号に規定する自動
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ている期間に限り、条例第137条の２第１項第１号

に規定する自動車については、同項の自動車税の

減免を行わないものとする。ただし、当該軽自動

車等について次の各号に掲げる事項を行う日の１

月前の日以後に新たに納税義務が発生した自動車

については、この限りでない。 

(１) 自動車検査証の返納（道路運送車両法（昭

和26年法律第185号）第69条第１項に規定する自

動車検査証の返納をいう。以下同じ。） 

(２) 前号に準ずるものとして東部県税事務所長

が認める事項 

 

車については、同項の種別割の減免を行わないも

のとする。ただし、当該軽自動車等の自動車検査

証の返納その他これに準ずるものとして東部県税

事務所長が認める事項を行う日の１月前の日以後

に新たに納税義務が発生した自動車については、

この限りでない。 

 

 （環境性能割の減免に係る構造上身体障害者等の利

用に供するための自動車の範囲） 

第50条の13の７ 条例第137条の２第１項第２号に規

定する自動車は、身体障害者等の利用に供するた

めに、車いすの昇降装置若しくは固定装置又は浴

槽を装着する自動車その他身体障害者等の利用に

供するために特別の仕様により製造された自動

車、これらに相当する構造の変更が行われた自動

車及び身体障害者等の利用に供する超低床型バス

とする。 

 

 （環境性能割の減免に係る専ら身体障害者等が運転

するための構造の変更がなされた自動車で営業用の

ものの範囲） 

第50条の13の８ 条例第137条の２第１項第３号に規

定する自動車は、専ら身体障害者等が運転するた

めに運転装置又は制御装置を装着する自動車その

他専ら身体障害者等が運転するために特別の仕様

により製造された自動車及びこれらに相当する構

造の変更が行われた自動車で、タクシー等の用途

に供される営業用自動車とする。 

 

（自動車税の減免の対象となった自動車に代わる自

動車の範囲） 

第50条の13 条例第137条の２第１項ただし書に規定

する減免の対象となった自動車に代わる自動車

は、同項第１号の規定に該当することにより自動

車税の減免を受けている者がその減免の対象と

なった自動車の移転登録（道路運送車両法第13条

第１項の移転登録をいう。以下同じ。）又は抹消

登録（道路運送車両法第15条から第16条までの規

定による永久抹消登録、輸出抹消登録及び一時抹

消登録をいう。以下同じ。）を行う日の１月前の

（種別割の減免の対象となった自動車に代わる自動

車の範囲） 

第50条の13の９ 条例第137条の２第２項ただし書に

規定する減免の対象となった自動車に代わる自動

車は、同項第１号の規定に該当することにより種

別割の減免を受けている者がその減免の対象と

なった自動車の移転登録又は抹消登録を行う日の

１月前の日以後に新たに納税義務が発生した自動

車を含むものとする。 
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日以後に新たに納税義務が発生した自動車を含む

ものとする。 

 

（自動車税の減免に係る中古自動車販売業者の要

件） 

第50条の14 条例第137条の２第１項第２号に規定す

る規則で定める要件は、次のとおりとする。 

(１) 自動車税について、申請年度の納期限にお

いて滞納がないこと。 

(２)・(３) 略 

（種別割の減免に係る中古自動車販売業者の要件） 

 

第50条の14 条例第137条の２第２項第２号に規定す

る規則で定める要件は、次のとおりとする。 

(１) 種別割について、申請年度の納期限におい

て滞納がないこと。 

(２)・(３) 略 

 

（自動車税の減免に係る教育練習用自動車の範囲） 

第50条の15 条例第137条の２第１項第３号に規定す

る自動車は、次の各号のいずれかに該当する自動

車とする。ただし、第１号の自動車については同

号に掲げる算式により算定して得た台数を、第２

号の自動車については鳥取県公安委員会（以下

「公安委員会」という。）が路上練習用自動車と

して認定した台数を限度として、申請に基づき認

定するものとする。 

(１)・(２) 略 

 

（種別割の減免に係る教育練習用自動車の範囲） 

第50条の15 条例第137条の２第２項第３号に規定す

る自動車は、次の各号のいずれかに該当する自動

車とする。ただし、第１号の自動車については同

号に掲げる算式により算定して得た台数を、第２

号の自動車については鳥取県公安委員会（以下

「公安委員会」という。）が路上練習用自動車と

して認定した台数を限度として、申請に基づき認

定するものとする。 

(１)・(２) 略 

 

（自動車税の減免の手続） 

第50条の16 

 

 

 

 

（自動車税の減免の手続） 

第50条の16 条例第137条の２第１項の規定により環

境性能割の減免を受けようとする者は、申請期限

までに、申請書及び減免を受けようとする事由を

記載した書類（以下この節において「減免申請書

等」という。）を東部県税事務所長に提出しなけ

ればならない。ただし、災害その他の真にやむを

得ない事由がある場合に限り、申請期限の経過後

に、遅延理由書を添えて減免申請書等を提出する

ことができる。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、第50条の13の６

第１項ただし書に規定する自動車に係る環境性能

割の減免申請書等のうち、次項の表第１号右欄エ

又はオ及び第２号右欄カ又はキに掲げる書類は、

当該自動車に係る納税義務が発生した日から１月

を経過する日までに提出しなければならない。 

３ 第１項の減免申請書等は、減免の区分に応じ、

次の表に定めるところによる。 

減免の区分 申請書 減免を受けようとす

る事由を証する書類 

(１) 条例

第 137 条

の２第１

第64号様

式の８そ

の１ 

ア  身体障害者手

帳 、 戦 傷 病 者 手

帳、療育手帳又は
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項第１号

アに係る

もの 

精神障害者保健福

祉手帳の写し 

イ 運転免許証の写

し 

ウ 自動車検査証の

写し 

エ 既に種別割の減

免を受けている場

合は、当該減免に

係る車両の移転登

録又は抹消登録を

証する書類 

オ 既に軽自動車税

の種別割の課税免

除又は減免を受け

ている場合は、自

動車検査証の返納

を証する書類その

他の軽自動車等を

使用しなくなった

ことが確認できる

書類 

(２) 条例

第 137 条

の２第１

項第１号

イ及びウ

に係るも

の 

第64号様

式の８そ

の１ 

ア  身体障害者手

帳 、 戦 傷 病 者 手

帳、療育手帳又は

精神障害者保健福

祉手帳の写し 

イ 身体障害者等と

生計を一にする者

が 運 転 す る も の

（以下「生計同一

者 運 転 分 」 と い

う 。 ） に あ っ て

は、福祉事務所の

長（福祉事務所を

設置しない町村に

あっては当該町村

の長。以下「福祉

事務所等の長」と

いう。）が発行す

る生計同一証明書

（ 第 64 号 様 式 の

９）その他の生計

を一にすることが

確認できる書類 
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ウ 身体障害者等を

常時介護する者が

運転するもの（以

下「常時介護者運

転分」という。）

にあっては、福祉

事務所等の長が発

行する常時介護証

明書（第64号様式

の９） 

エ 運転免許証の写

し 

オ 自動車検査証の

写し 

カ 既に種別割の減

免を受けている場

合は、当該減免に

係る車両の移転登

録又は抹消登録を

証する書類 

キ 既に軽自動車税

の種別割の課税免

除又は減免を受け

ている場合は、自

動車検査証の返納

を証する書類その

他の軽自動車等を

使用しなくなった

ことが確認できる

書類 

(３) 条例

第 137 条

の２第１

項第２号

及び第３

号に係る

もの 

第64号様

式の４ 

ア 特別の仕様によ

り製造された自動

車の価額を証する

書類又は構造変更

後の自動車の価額

を証する書類 

イ 自動車検査証の

写し 

ウ 特別の仕様によ

る製造又は構造変

更の事実を証する

写真 
 

 条例第137条の２第１項の規定により自動車税の

減免を受けようとする者は、次の表に定めるとこ

ろにより、申請書及び減免を受けようとする事由

４ 条例第137条の２第２項の規定により種別割の減

免を受けようとする者は、次の表に定めるところ

により、減免申請書等を提出しなければならな
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を記載した書類（以下この節において「減免申請

書等」という。）を提出しなければならない。た

だし、災害その他の真にやむを得ない事由によ

り、同表に定める提出期限経過後に、遅延理由書

を添付した減免申請書等を提出したときは、同表

に定める提出期限内に提出したものとみなす。 

 略 

２ 前項の表第２号中欄の規定にかかわらず、第50

条の12ただし書又は第50条の13に規定する自動車

に係る自動車税の減免申請書等のうち、次項の表

第２号右欄エ又はオ及び第４号右欄カ又はキに掲

げる書類は、当該自動車に係る納税義務が発生し

た日から１月を経過する日までに提出しなければ

ならない。 

３ 第１項の減免申請書等は、減免の区分に応じ、

次の表に定めるところによる。 

減免の区分 申請書 減免を受けようとす

る事由を証する書類 

(１) 条例

第 137 条

の２第１

項第１号

アに係る

もの（前

年度から

引き続き

同一車両

について

減免を受

けようと

する場合

（以下こ

の表にお

いて「継

続減免の

場合」と

いう。）

に 限

る。） 

 

 

 

 

 

第64号様

式の８そ

の２ 

 

(２) 条例 第64号様 ア 略 

い。ただし、災害その他の真にやむを得ない事由

により、同表に定める提出期限経過後に、遅延理

由書を添付した減免申請書等を提出したときは、

同表に定める提出期限内に提出したものとみな

す。 

 

 略 

５ 前項の表第２号中欄の規定にかかわらず、第50

条の13の６第２項ただし書又は第50条の13の９に

規定する自動車に係る種別割の減免申請書等のう

ち、次項の表第２号右欄エ又はオ及び第４号右欄

カ又はキに掲げる書類は、当該自動車に係る納税

義務が発生した日から１月を経過する日までに提

出しなければならない。 

６ 第４項の減免申請書等は、減免の区分に応じ、

次の表に定めるところによる。 

減免の区分 申請書 減免を受けようとす

る事由を証する書類 

(１) 条例

第 137 条

の２第２

項第１号

（同条第

１項第１

号アに該

当するも

の に 限

る。）に

係るもの

（前年度

から引き

続き同一

車両につ

いて減免

を受けよ

うとする

場合（以

下この表

において

「継続減

免 の 場

合」とい

う。）に

限る。） 

第64号様

式の８そ

の２ 

 

(２) 条例 第64号様 ア 略 
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第 137 条

の２第１

項第１号

アに係る

も の

（(１)に

掲げるも

の を 除

く。） 

式の８そ

の１ 

イ 運転免許証の写

し （ 道 路 交 通 法

（昭和35年法律第

105号）第95条の２

第４項に規定する

免許情報記録個人

番号カードを有す

る者にあっては、

当該者が免許を受

けていることを証

するに足りる書面

を 含 む 。 以 下 同

じ。） 

ウ 略 

エ 既に自動車税の

減免を受けている

場合は、当該減免

に係る車両の移転

登録又は抹消登録

を証する書類 

オ 既に軽自動車税

の課税免除又は減

免を受けている場

合は、自動車検査

証の返納を証する

書類その他の軽自

動車等を使用しな

くなったことが確

認できる書類 

 

(３) 条例

第 137 条

の２第１

項第１号

イ又はウ

に係るも

の（継続

減免の場

合 に 限

る。） 

第64号様

式の８そ

の３ 

ア 身体障害者等と

生計を一にする者

が 運 転 す る も の

（以下この表にお

いて「生計同一者

運 転 分 」 と い

う 。 ） に あ っ て

は、福祉事務所の

長（福祉事務所を

設置しない町村に

あっては当該町村

の長。以下この表

において「福祉事

務所等の長」とい

う。）が発行する

第 137 条

の２第２

項第１号

（同条第

１項第１

号アに該

当するも

の に 限

る。）に

係るもの

（(１)に

掲げるの

を 除

く。） 

式の８そ

の１ 

イ 運転免許証の写

し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 略 

エ 既に種別割の減

免を受けている場

合は、当該減免に

係る車両の移転登

録又は抹消登録を

証する書類 

オ 既に軽自動車税

の種別割の課税免

除又は減免を受け

ている場合は、自

動車検査証の返納

を証する書類その

他の軽自動車等を

使用しなくなった

ことが確認できる

書類 

(３) 条例

第 137 条

の２第２

項第１号

（同条第

１項第１

号アに該

当するも

の を 除

く。）に

係るもの

（継続減

免の場合

に 限

る。） 

第64号様

式の８そ

の３ 

ア 生計同一者運転

分にあっては、福

祉事務所等の長が

発行する生計同一

証明書（第64号様

式の９）その他の

生計を一にするこ

とが確認できる書

類（前年度の減免

の申請に係る運転

者に異動がある場

合又は前年度の減

免の申請に係る身

体障害者等、所有

者若しくは運転者
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生 計 同 一 証 明 書

（ 第 64 号 様 式 の

９）その他の生計

を一にすることが

確 認 で き る 書 類

（前年度の減免の

申請に係る運転者

に異動がある場合

又は前年度の減免

の申請に係る身体

障害者等、所有者

若しくは運転者の

氏名若しくは住所

に異動がある場合

（イにおいて「運

転者等に異動があ

る 場 合 」 と い

う。）に限る。） 

イ 身体障害者等を

常時介護する者が

運転するもの（以

下この表において

「常時介護者運転

分」という。）に

あっては、福祉事

務所等の長が発行

する常時介護証明

書（第64号様式の

９）（運転者等に

異動がある場合に

限る。） 

ウ 略 

(４) 条例

第 137 条

の２第１

項第１号

イ又はウ

に係るも

の（(３)

に掲げる

ものを除

く。） 

第64号様

式の８そ

の１ 

ア～オ 略 

カ 既に自動車税の

減免を受けている

場合は、当該減免

に係る車両の移転

登録又は抹消登録

を証する書類 

キ 既に軽自動車税

の課税免除又は減

免を受けている場

合は、自動車検査

証の返納を証する

書類その他の軽自

の氏名若しくは住

所に異動がある場

合に限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 常時介護者運転

分にあっては、福

祉事務所等の長が

発行する常時介護

証明書（第64号様

式の９） 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 略 

(４) 条例

第 137 条

の２第２

項第１号

（同条第

１項第１

号アに該

当するも

の を 除

く。）に

係るもの

（(３)に

掲げるも

第64号様

式の８そ

の１ 

ア～オ 略 

カ 既に種別割の減

免を受けている場

合は、当該減免に

係る車両の移転登

録又は抹消登録を

証する書類 

キ 既に軽自動車税

の種別割の課税免

除又は減免を受け

ている場合は、自

動車検査証の返納

を証する書類その
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動車等を使用しな

くなったことが確

認できる書類 

 

(５) 条例

第 137 条

の２第１

項第２号

に係るも

の 

第64号様

式の８そ

の４ 

ア 一般財団法人日

本自動車査定協会

鳥取県支所が発行

する商品中古自動

車証明書の写し 

イ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(６) 条例

第 137 条

の２第１

項第３号

に係るも

の 

第64号様

式の８そ

の５ 

 略 

    

の を 除

く。） 

他の軽自動車等を

使用しなくなった

ことが確認できる

書類 

(５) 条例

第 137 条

の２第２

項第２号

に係るも

の 

第64号様

式の８そ

の４ 

ア 一般財団法人日

本自動車査定協会

鳥取県支所が発行

する商品中古自動

車証明書 

イ 略 

ウ 当該減免の申請

に係る自動車の当

該年度における自

動車税種別割納税

通知書の写し 

エ ４月１日から申

請時までに減免を

受けようとする自

動車を売却等した

場合は、当該事実

を証する書面 

(６) 条例

第 137 条

の２第２

項第３号

に係るも

の 

第64号様

式の８そ

の５ 

 略 

    

（自動車税の減免の承認） 

第50条の17 

 

 

 

 

 前条第１項の規定による自動車税の減免申請書

等を受理した所長は、速やかにその適否を調査の

上、承認又は不承認の決定をし、遅滞なく、申請

者に次の表の左欄に掲げる申請の区分に応じ、同

表の右欄に定める通知書により通知しなければな

らない。 

申請 通知書 

(１) 前条第３項の表

第１号又は第３号に

係るもの 

 略 

(２) 前条第３項の表

（自動車税の減免の承認） 

第50条の17 東部県税事務所長は、前条第１項の規

定による環境性能割の減免申請書等を受理したと

きは、速やかにその適否を調査の上、承認又は不

承認の決定をし、遅滞なく、申請者に第64号様式

の６その１により通知しなければならない。 

２ 所長は、前条第４項の規定による種別割の減免

申請書等を受理したときは、速やかにその適否を

調査の上、承認又は不承認の決定をし、遅滞な

く、申請者に次の表の左欄に掲げる申請の区分に

応じ、同表の右欄に定める通知書により通知しな

ければならない。 

申請 通知書 

(１) 前条第６項の表

第１号及び第３号に

係るもの 

 略 

(２) 前条第６項の表
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第２号又は第４号に

係るもの 

(３) 前条第３項の表

第５号に係るもの 

(４) 前条第３項の表

第６号に係るもの 

    

第２号及び第４号に

係るもの 

(３) 前条第６項の表

第５号に係るもの 

(４) 前条第６項の表

第６号に係るもの 

    

 （環境性能割の減免に係る構造の変更に要した金

額） 

第50条の17の２ 条例第137条の３第１項第２号の構

造の変更に要した金額は、当該自動車の取得価格

のうち、車いすの固定装置若しくは運転装置の装

着その他身体障害者等の利用に供するため又は専

ら身体障害者等の運転のための特別の仕様又は構

造の変更に要した金額とする。 

 

（自動車税の減免の額） 

第50条の18 条例第137条の３ただし書に規定する規

則で定める計算方法は、申請のあった月（災害そ

の他の真にやむを得ない事由により申請が遅れた

場合又は賦課期日の属する月中に減免すべき事由

に該当し、かつ、第50条の16第１項の表第１号に

規定する提出期限内に申請があった場合にあって

は、当該減免すべき事由に該当することとなった

月）の翌月から減免の要件に該当していた月まで

の期間に応じ、月割をもって計算する方法とす

る。 

２ 条例第137条の３第１号に規定する規則で定める

計算方法は、賦課期日後に納税義務が発生した場

合にあっては当該発生した月の翌月から、賦課期

日後に納税義務が消滅した場合にあっては当該消

滅した月までの期間に応じ、月割をもって計算す

る方法とする。 

 

（種別割の減免の額） 

第50条の18 条例第137条の３第２項ただし書に規定

する規則で定める計算方法は、申請のあった月

（災害その他の真にやむを得ない事由により申請

が遅れた場合又は賦課期日の属する月中に減免す

べき事由に該当し、かつ、第50条の16第４項の表

第１号に規定する提出期限内に申請があった場合

にあっては、当該減免すべき事由に該当すること

となった月）の翌月から減免の要件に該当してい

た月までの期間に応じ、月割をもって計算する方

法とする。 

２ 条例第137条の３第２項第１号に規定する規則で

定める計算方法は、賦課期日後に納税義務が発生

した場合にあっては当該発生した月の翌月から、

賦課期日後に納税義務が消滅した場合にあっては

当該消滅した月までの期間に応じ、月割をもって

計算する方法とする。 

 

（自動車税の減免の取消し） 

第50条の19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 所長は、第50条の17の規定により自動車税の減

（自動車税の減免の取消し） 

第50条の19 東部県税事務所長は、第50条の17第１

項の規定により環境性能割の減免の承認をした自

動車のうち、虚偽の申請により当該承認を受けた

ものについては、直ちに当該承認を取り消し、納

税義務者に第64号様式の７により通知しなければ

ならない。 

２ 東部県税事務所長は、前項の規定により減免の

承認を取り消したときは、減免していた税額の全

額を賦課徴収する。 

３ 所長は、第50条の17第２項の規定により種別割
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免の承認をした自動車のうち、納税義務者からの

申立てがあったもの、当該減免の適用の要件を欠

くに至ったもの又は虚偽の申請により当該承認を

受けたものについては、直ちに当該承認を取り消

し、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右

欄に定める通知書により通知しなければならな

い。 

区分 通知書 

(１) 条例第137条の

２第１項第１号又は

第３号に係るもの 

 略 

(２) 条例第137条の

２第１項第２号に係

るもの 

２ 略 

 

の減免の承認をした自動車のうち、納税義務者か

らの申立てがあったもの、当該減免の適用の要件

を欠くに至ったもの又は虚偽の申請により当該承

認を受けたものについては、直ちに当該承認を取

り消し、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表

の右欄に定める通知書により通知しなければなら

ない。 

区分 通知書 

(１) 条例第137条の

２第２項第１号又は

第３号に係るもの 

 略 

(２) 条例第137条の

２第２項第２号に係

るもの 

４ 略 

 

 （環境性能割に係る更正、決定等に関する通知書） 

第50条の19の２ 条例第137条の15の規則で定める通

知書は、第64号様式の12のとおりとする。 

 

（自動車税の証明書の交付） 

第50条の20 所長は、道路運送車両法第97条の２第

１項の規定によって自動車の所有者が現に当該自

動車に係る自動車税を滞納していないこと、条例

第８条の規定により自動車税の減免を受けたこ

と、法第146条第１項若しくは条例第136条若しく

は第137条の規定により自動車税を課税しないこと

とされていること又は滞納に係る自動車税につい

て天災その他やむを得ない事由があることを証す

る証明書の交付を申請したときは、第64号様式の

12その１による証明書を交付しなければならな

い。 

 

２ 前項の規定により交付する証明書の有効期限

は、当該証明書交付後最初に到来する自動車税の

納期限の前日とする。ただし、自動車税を口座振

替の方法により納付する納税者に交付する同項の

証明書の有効期限は、当該年度の翌年度の６月20

日とする。 

３ 前２項に定めるもののほか、所長は、自動車税

に係る納税通知書又は納付書を納税者（口座振替

の方法により自動車税を納付する者を除く。）に

交付する際に当該自動車に係る自動車税について

現に滞納がないときに限り、道路運送車両法第97

条の２第１項の規定によって呈示する当該自動車

（自動車税の証明書の交付） 

第50条の19の３ 所長は、道路運送車両法第97条の

２第１項の規定によって自動車の所有者が現に当

該自動車に係る自動車税（環境性能割を除く。以

下この条において同じ。）を滞納していないこ

と、条例第８条の規定により種別割の減免を受け

たこと、法第146条第１項若しくは条例第136条若

しくは第137条第２項の規定により種別割を課税し

ないこととされていること又は滞納に係る自動車

税について天災その他やむを得ない事由があるこ

とを証する証明書の交付を申請したときは、第64

号様式の13その１による証明書を交付しなければ

ならない。 

２ 前項の規定により交付する証明書の有効期限

は、当該証明書交付後最初に到来する種別割の納

期限の前日とする。ただし、種別割を口座振替の

方法により納付する納税者に交付する同項の証明

書の有効期限は、当該年度の翌年度の６月20日と

する。 

３ 前２項に定めるもののほか、所長は、種別割に

係る納税通知書又は納付書を納税者（口座振替の

方法により種別割を納付する者を除く。）に交付

する際に当該自動車に係る自動車税について現に

滞納がないときに限り、道路運送車両法第97条の

２第１項の規定によって呈示する当該自動車につ
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について自動車税の滞納がないことを証する書面

（以下この条において「呈示書面」という。）と

して、有効期限を当該年度の翌年度分の自動車税

の納期限の前日とする第64号様式の12その２によ

る証明書を交付するものとする。この場合におい

て、当該証明書は、出納員又は指定金融機関等若

しくは条例第６条第１項第２号に掲げる知事が収

納の事務を委託した者の領収印が押印されたとき

に、その効力を生ずるものとする。 

４ 前３項に定めるもののほか、所長は、口座振替

の方法により自動車税を納付する納税者が当該年

度分の自動車税の納期限において現に自動車税の

滞納がない場合において、当該納税者が希望する

ときに限り、呈示書面として、有効期限を当該年

度の翌年度の６月20日とする第64号様式の12その

２による証明書（当該納税者が第14条の２第２項

の規定により磁気テープ等が送付され、又は納付

書の記載事項を記録した電磁的記録がその使用に

係る電子計算機に送信されている指定金融機関等

に自動車税を納付する場合にあっては、第64号様

式の12その３による証明書）を交付するものとす

る。 

 

いて自動車税の滞納がないことを証する書面（以

下この条において「呈示書面」という。）とし

て、有効期限を当該年度の翌年度分の種別割の納

期限の前日とする第64号様式の13その２による証

明書を交付するものとする。この場合において、

当該証明書は、出納員又は指定金融機関等若しく

は条例第６条第１項第２号に掲げる知事が収納の

事務を委託した者の領収印が押印されたときに、

その効力を生ずるものとする。 

４ 前３項に定めるもののほか、所長は、口座振替

の方法により種別割を納付する納税者が当該年度

分の種別割の納期限において現に自動車税の滞納

がない場合において、当該納税者が希望するとき

に限り、呈示書面として、有効期限を当該年度の

翌年度の６月20日とする第64号様式の13その２に

よる証明書（当該納税者が第14条の２第２項の規

定により磁気テープ等が送付され、又は納付書の

記載事項を記録した電磁的記録がその使用に係る

電子計算機に送信されている指定金融機関等に種

別割を納付する場合にあっては、第64号様式の13

その３による証明書）を交付するものとする。 

 

（自動車税の一括納付） 

第50条の21 条例第135条の２に規定する自動車税の

納税義務者のうち知事が別に定める者は、自動車

税を一括して納付することができる。 

２ 前項の規定により自動車税を一括して納付しよ

うとする者は、知事が別に定めるところにより、

所有する自動車の主たる定置場を所管する所長に

申請しなければならない。 

 

（種別割の一括納付） 

第50条の20 条例第135条の２に規定する種別割の納

税義務者のうち知事が別に定める者は、種別割を

一括して納付することができる。 

２ 前項の規定により種別割を一括して納付しよう

とする者は、知事が別に定めるところにより、所

有する自動車の主たる定置場を所管する所長に申

請しなければならない。 

 

様式目次 

(１) 通則関係 

第１号様式・第１号様式の２ 略 

第１号様式の３その１～その５ 略 

その６ 納税通知書・納付（納入）

書（自動車税） 

その７ 納税通知書・納付（納入）

書兼減免決定通知書（自動

車税） 

その８ 納税通知書（自動車税（口

座振替）） 

その９ 納税通知書（自動車税（証

紙徴収の方法によって徴収

様式目次 

(１) 通則関係 

第１号様式・第１号様式の２ 略 

第１号様式の３その１～その５ 略 

その６ 納税通知書・納付（納入）

書（自動車税種別割） 

その７ 納税通知書・納付（納入）

書兼減免決定通知書（自動

車税種別割） 

その８ 納税通知書（自動車税種別

割（口座振替）） 

その９ 納税通知書（自動車税種別

割（証紙徴収の方法によっ
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す る こ と が で き な い 場

合）） 

その10 納税通知書（自動車税（一

括納付）） 

その11・その12 略 

第１号様式の４その１ 略 

その２ 自動車税督促状 

その３ 督促状（自動車税（証紙徴

収の方法によって徴収する

ことができない場合）、狩

猟税（普通徴収）） 

 

 

第１号様式の５～第１号様式の10 略 

(２) 賦課徴収関係 

第２号様式～第５号様式 略 

第５号様式の２その１～その４ 略 

その５ 自動車税税額変更通知書 

 

第６号様式～第16号様式の３ 略 

第17号様式その１ 略 

その２ 自動車税税額変更・還付（充

当）通知書 

第17号様式の２～第45号様式 略 

(３)～(８) 略 

(９) 自動車税関係 

第64号様式 略 

第64号様式の２ 自動車税課税免除申請書 

 

 

 

 

第64号様式の３ 略 

第64号様式の４ 自動車税課税免除申請書（構造変

更車） 

 

第64号様式の５ 自動車税課税免除対象バス認定申

請書 

第64号様式の６その１ 自動車税課税免除（減免）

決定通知書 

 

その２ 自動車税課税免除決定通知

書（生活路線バス用） 

 

その３ 自動車税課税免除決定通知

て徴収することができない

場合）） 

その10 納税通知書（自動車税種別

割（一括納付）） 

その11・その12 略 

第１号様式の４その１ 略 

その２ 自動車税種別割督促状 

その３ 督促状（自動車税環境性能

割（更正、決定）、自動車

税種別割（証紙徴収の方法

によって徴収することがで

きない場合）、狩猟税（普

通徴収）） 

第１号様式の５～第１号様式の10 略 

(２) 賦課徴収関係 

第２号様式～第５号様式 略 

第５号様式の２その１～その４ 略 

その５ 自動車税種別割税額変更通

知書 

第６号様式～第16号様式の３ 略 

第17号様式その１ 略 

その２ 自動車税種別割税額変更・還付

（充当）通知書 

第17号様式の２～第45号様式 略 

(３)～(８) 略 

(９) 自動車税関係 

第64号様式 略 

第64号様式の２その１ 自動車税環境性能割・自動

車税種別割課税免除申請書 

その２ 自動車税環境性能割課税免

除申請書（特定非営利活動

法人） 

第64号様式の３ 略 

第64号様式の４ 自動車税種別割課税免除・自動車

税環境性能割減免申請書（構造変

更車） 

第64号様式の５ 自動車税種別割課税免除対象バス

認定申請書 

第64号様式の６その１ 自動車税環境性能割・自動

車税種別割課税免除（減

免）決定通知書 

その２ 自動車税種別割課税免除決

定通知書（生活路線バス

用） 

その３ 自動車税種別割課税免除決
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書 

その４ 自動車税納税通知書兼減免

決定通知書 

第64号様式の７ 自動車税課税免除（減免）決定取

消通知書 

 

第64号様式の８その１ 自動車税減免申請書（身体

障害者等） 

 

その２ 自動車税減免申請書（継続

用）（身体障害者本人運転

分） 

その３ 自動車税減免申請書（継続

用）（生計同一者・常時介

護者運転分） 

その４ 自動車税減免申請書（商品

中古自動車） 

その５ 自動車税減免申請書（教習

車） 

第64号様式の９ 略 

第64号様式の10 自動車税減免決定通知書（商品中

古自動車） 

第64号様式の11 自動車税減免決定取消通知書（商

品中古自動車） 

 

 

第64号様式の12その１ 自動車税納税証明書（窓口

交付用） 

その２ 自動車税納税証明書（納付

書用） 

その３ 自動車税納税証明書（磁気

テープ等又は電磁的記録

用） 

(10)～(12) 略 

定通知書 

その４ 自動車税種別割納税通知書

兼減免決定通知書 

第64号様式の７ 自動車税環境性能割・自動車税種

別割課税免除（減免）決定取消通

知書 

第64号様式の８その１ 自動車税環境性能割・自動

車税種別割減免申請書（身

体障害者等） 

その２ 自動車税種別割減免申請書

（継続用）（身体障害者本

人運転分） 

その３ 自動車税種別割減免申請書

（継続用）（生計同一者・

常時介護者運転分） 

その４ 自動車税種別割減免申請書

（商品中古自動車） 

その５ 自動車税種別割減免申請書

（教習車） 

第64号様式の９ 略 

第64号様式の10 自動車税種別割減免決定通知書

（商品中古自動車） 

第64号様式の11 自動車税種別割減免決定取消通知

書（商品中古自動車） 

第64号様式の12 更正決定通知書（自動車税環境性

能割・加算金） 

第64号様式の13その１ 自動車税納税証明書（窓口

交付用） 

その２ 自動車税納税証明書（納付

書用） 

その３ 自動車税納税証明書（磁気

テープ等又は電磁的記録

用） 

(10)～(12) 略 

  

第２条 鳥取県税条例施行規則の一部を次のように改正する。 

第１号様式の３その６から第１号様式の３その10までを次のように改める。 
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延
滞

金
 

円
 

 
 

合 計 

金 額 

 
 

納
税

者
氏
名

 

様
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

合
計

金
額
 

円
 

 
 

税
額

 
円
 

 
 

左
記
金

額
を
領

収
し

ま
し
た

。
 

 
 

Ｃ Ｖ Ｓ 収 納 用 

 
 

所
管
 

領
収

日
付

印
 

延
滞

金
 

円
 

 
 

 
 

合
計

金
額

 
円
 

納
期

限
 
 
 

 
 

領
収

日
付

印
 

収 入 印 紙 不 要 

取
り
ま

と
め
店

 
 

 
上

記
の

と
お
り

納
付
し

て
く

だ
さ
い

。
 

 

年
 

 
月

 
 
日

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

鳥
取

県
 

 
県
税

事
務
所

長
 

印
 

   

 
 

取
り
ま

と
め
金

融
機
関

 
 

 
取

り
ま
と

め
店

 
 

 

 
税
目

 
 
 

所
管
 

 
 

 
 

 
Ａ

Ｔ
Ｍ

で
の
お

取
り
扱

い
は
で

き
ま
せ

ん
。
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
（

鳥
取
県

／
コ
ン

ビ
ニ
本

部
保
管

） 

    

（
金

融
機
関

／
コ
ン

ビ
ニ
店

舗
保

管
）
 

   
（

納
税

者
保
管

）
 

◎
課

税
の

根
拠
 

 
 

こ
の

自
動

車
税

は
、

地
方

税
法

第
1
4
6
条

及
び

鳥
取

県
税

条
例

第
1
3
5
条

の
２

の
規

定
に

よ
っ

て
課

せ
ら

れ
た

も
の

で
す

。
 

◎
延

滞
金

 
 

 
納
期

限
ま

で
に
税

金
を

完
納

し
な

い
と
き

は
、

そ
の

翌
日

か
ら

税
金
完

納
の
日

ま
で

の
日

数
に

応
じ

、
税

額
（
1
,
0
0
0

円
未
満

の
端
数

が
あ

る
と

き
又

は
そ

の
全
額

が
2
,
0
0
0
円

未
満

で
あ
る

と
き

は
、
そ

の
端

数
金

額
又

は
そ

の
全
額

を
切

り
捨

て
る

。
）
に

対
し
、
年
1
4
.
6
パ
ー

セ
ン

ト
（

当
該
納

期
限
の

翌
日
か

ら
１
月

を
経
過

す
る
日

ま
で
の

期
間

に
つ
い

て
は

年
7
.
3
パ

ー
セ

ン
ト
）

の
割

合
（
各

年
の

延
滞

金
特

例
基
準

割
合

（
租

税
特

別
措
置

法
第

9
3
条

第
２

項
に

規
定
す

る
平

均
貸

付
割

合
に
年

１
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
を
加

算
し

た
割

合
を

い
う
。

以
下

同
じ
。

）
が

年
7
.
3
パ
ー

セ
ン

ト
の
割

合
に
満

た
な
い

場
合
に

は
、
そ
の

年
中
に

お
い
て

は
、
年
1
4.
6
パ

ー
セ
ン

ト
の

割
合

に
あ
っ

て
は
そ

の
年

に
お
け

る
延
滞

金
特
例

基
準
割

合
に
年

7
.
3
パ

ー
セ
ン

ト
の
割
合

を
加
算

し
た
割

合
と
し

、
年
7
.3
パ

ー
セ
ン

ト
の

割
合
に

あ
っ
て

は
当
該

延
滞
金

特
例
基

準
割
合

に
年

１
パ

ー
セ

ン
ト

の
割
合

を
加

算
し

た
割

合
（
当

該
加

算
し
た

割
合

が
年

7
.
3
パ

ー
セ

ン
ト
の

割
合

を
超

え
る

場
合
に

は
、
年

7
.
3
パ

ー
セ
ン
ト

の
割
合

）
と
す

る
。
）

を
乗
じ

て
計

算
し
た

額
の
延

滞
金
を

徴
収
し

ま
す
。

 
◎

お
知
ら

せ
 

１
 

賦
課

に
不
服

が
あ
る

場
合
に

つ
い
て

 
 

 
納
税

者
は
、
こ

の
県
税

の
賦
課

に
つ
い

て
不
服

が
あ
る

場
合
は

、
こ

の
納

税
通
知

書
を

受
け
取

っ
た
日

の
翌
日

か
ら
起

算
し
て

３
か
月

以
内
に

行
政
不

服
審
査

法
第
４

条
の
規

定
に

よ
り
、
知
事

に
審

査
請
求

を
す
る

こ
と
が

で
き
ま

す
。
審
査

請
求
書

は
、
な

る
べ
く

県
税
事

務
所
長

を
経
由

し
て
提

出
し

て
く
だ

さ
い
。

 
 

 
ま
た

、
こ

の
県

税
の
賦

課
処
分

の
取
消

し
の
訴

え
は
、
こ

の
処
分

に
つ
い

て
の
審

査
請

求
に
対

す
る
裁

決
の
送

達
を
受

け
た
日

の
翌
日

か
ら
起

算
し
て

６
か
月

以
内
に

、
鳥

取
県

を
被
告

と
し

て
（

訴
訟
に

お
い

て
鳥
取

県
を
代

表
す
る

者
は
知

事
と
な

り
ま
す

。
）
、
提

起
す

る
こ

と
が

で
き
ま

す
。
な

お
、
処
分
の

取
消
し

の
訴
え

は
、
こ
の

処
分
に

つ
い
て

の
審
査

請
求
に

対
す
る

裁
決
を

経
た
後

で
な
け

れ
ば
提

起
す
る

こ
と

は
で
き

ま
せ
ん

が
、
次
の

①
か
ら

③
ま
で

の
い

ず
れ
か

に
該

当
す
る

と
き
は

、
審
査

請
求
に

対
す
る

裁
決
を

経
な
い

で
処

分
の
取

消
し
の

訴
え
を

提
起
す

る
こ
と

が
で
き

ま
す

。
 

 
①

 
審

査
請
求

が
あ
っ

た
日
か

ら
３
か

月
を
経

過
し
て

も
裁

決
が
な

い
と
き

。
 

 
②

 
処

分
、
処

分
の
執

行
又
は

手
続
の

続
行
に

よ
り
生

ず
る

著
し
い

損
害
を

避
け
る

た
め
緊

急
の
必

要
が
あ

る
と
き

。
 

 
③

 
そ

の
他
裁

決
を
経

な
い
こ

と
に
つ

き
正
当

な
理
由

が
あ

る
と
き

。
 

２
 

滞
納

処
分
に

つ
い
て

 
 

 
納
期

限
ま
で

に
税
金

を
完
納

し
な
い

た
め
督

促
を
受

け
、
か
つ

、
そ

の
督
促

状
を
発

付
し
た

日
か

ら
起
算

し
て
1
0
日
を

経
過
し

た
日
ま

で
に
、

こ
の
税

金
に
係

る
徴
収

金
を

完
納
し

な
い
場

合
に
は

滞
納
処

分
を
受

け
る
こ

と
に
な

り
ま

す
。
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 第
１
号
様
式

の
３
そ
の
７
（

第
２
条
の
２

、
第
２
条
の

３
、
第
5
0
条
の

17
関

係
）
 

  
 
 
公
 
 

 
 
鳥
取
県

 
 
 
領

収
済

通
知

書
 

 
 

  
 
 
公
 
 
 

納
付
（
納
入

）
書
 

  
 
 

公
 

自
動
車
税
納
税
通

知
書
兼

 

減
免
決
定
通
知
書

兼
領
収
証
書

 

 
 

分
類

区
分
 

 
 

 
 

加
入
者
名
 

鳥
取

県
 

 
口

座
番
号
 
 

 
 

 
 
 

 
住

所
 

  
 
 

 
氏

名
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
様
 

    
 

さ
き

に
申

請
の

あ
っ

た
自

動
車

税
に
つ

い
て

は
、

鳥
取

県
税

条
例

第
1
3
7
条
の
２

第
１
項
第
 
号

に
該
当

す
る
の
で
、
次

の
と
お
り
減

免

を
決

定
し
ま
す
。
 

 

 

加
入

者
名
 

鳥
取

県
 
口
座

番
号
 
 
 

減
免
後
の
税
額
 

円
 

 
 切 り 取 ら な い で お 出 し く だ さ い 。      

加
入

者
名
 

鳥
取

県
 

 
 

口
座

番
号
 
 

 

収
納

機
関

番
号
 

 
 

納
付

番
号
 
 

 
確
認

番
号
 
 
 

納
付

区
分

 
 
 

納
期

限
 
 
 

納
付

番
号
 
 

 
確
認

番
号

 
 
 

税
目
 

自
動

車
税

 
期 別 

 
 

課
税

年
度
 
 
 

課
税

番
号

 

（
登
録
番
号
） 

 
 

課
税

番
号
 
 

 

▼
 
 
 
 
▼

 
 
 
 
▼

 
 
 
 
▼
 

 
 
 
▼
 

 
 
 
▼
 
 

 
 
▼
 
 

 
 
 
 
 

納
期

限
 
 

 

 
 

 
 

 
 

納
税

者

氏
名

 
様
 

 
 
 

 
 

納
付

番
号
 

確
認
番
号
 

課
税

年
度
 

所
属
 

 
 

減
免

後
の

税
額
 

円
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

期
別
 

税
目
 

▲
 
 
 
 

▲
 
 
 
 
▲

 
 
 
 
▲

 
 
 
 
▲
 

 
 
 
▲
 

 
 
 
▲
 
 

 
 
▲
 
 

 
 
 
 
 

加
算

金
 

円
 

 
 

 
 

自
 

動
 
車
 
税

 

 

延 滞 金 

 
 

コ
ン
ビ
ニ
取
扱

期
限
 

領
収

日
付

印
 

 
 

小
計
 

円
 

課
税

番
号
 

区
分
 

登
録

番
号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

延
滞

金
 

円
 

 
 

合 計
金 額 

 
 

納
税
者

氏
名
 

様
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計

金
額
 

円
 

 
 

税
額
 

円
 

 
 

左
記
金
額
を

領
収
し
ま
し

た
。
 

 
 

Ｃ Ｖ Ｓ 収 納 用 

 
 

所
管
 

領
収

日
付

印
 

減
免

額
 

円
 

 
 

 
 

減
免
後
の
税
額

 
円
 

延
滞

金
 

円
 

領
収

日
付

印
 

収 入 印 紙 不 要 

取
り
ま
と
め
店

 
 

合
計
金
額
 

円
 

 
 

取
り

ま
と
め
金
融
機

関
 

 
 

取
り
ま

と
め
店
 

 
 

納
期

限
 

 
 

 
 

 
税
目
 

 
 

所
管
 

 
 

 
 

 
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
の

お
取
り
扱
い

は
で
き
ま
せ
ん

。
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
（

鳥
取
県
／
コ
ン

ビ
ニ
本
部
保

管
） 

    

 
 
上

記
の
と
お
り
納

付
し
て
く
だ

さ
い
。
 

年
 
 

月
 
 
日
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

鳥
取
県

 
 
県
税
事

務
所
長
 

印
 
 

（
金

融
機
関
／
コ
ン

ビ
ニ
店
舗
保

管
）
 

   
（
納
税
者
保

管
）
 

◎
課
税
の
根
拠

 
 

 
こ

の
自
動

車
税

は
、
地

方
税

法
第

1
4
6
条

及
び

鳥
取

県
税

条
例
第

1
3
5
条

の
２
の

規
定

に
よ
っ

て
課

せ
ら

れ
た

も
の

で
す
。
 

◎
延
滞
金
 

 
 
納
期
限

ま
で
に

税
金

を
完
納

し
な
い
と
き

は
、

そ
の

翌
日
か
ら

税
金
完
納

の
日

ま
で
の

日
数
に
応

じ
、
税

額
（
1
,
0
0
0

円
未
満
の
端

数
が

あ
る

と
き
又

は
そ

の
全
額
が
2
,
0
0
0
円
未
満
で

あ
る

と
き

は
、
そ

の
端
数
金

額
又
は

そ
の
全
額
を

切
り

捨
て
る
。
）
に

対
し
、
年

14
.6
パ
ー
セ
ン
ト
（
当
該
納
期

限
の
翌
日
か

ら
１
月
を
経
過

す
る
日
ま
で

の
期
間
に
つ

い
て
は

年
7
.
3
パ
ー
セ
ン
ト
）

の
割

合
（

各
年

の
延
滞
金

特
例
基
準

割
合

（
租

税
特

別
措
置

法
第
9
3
条
第
２

項
に

規
定
す
る

平
均

貸
付
割
合
に

年
１

パ
ー

セ
ン
ト

の
割

合
を
加
算

し
た
割

合
を

い
う
。

以
下

同
じ
。

）
が
年
7
.
3
パ
ー
セ

ン
ト
の
割
合

に
満

た
な
い
場
合

に
は
、
そ
の

年
中
に

お
い
て
は

、
年
1
4
.
6
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合

に
あ
っ
て
は
そ

の
年
に
お
け

る
延
滞
金
特
例

基
準
割
合
に

年
7
.
3パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
を

加
算
し
た
割
合

と
し
、
年
7
.
3
パ
ー
セ

ン
ト
の
割
合
に

あ
っ
て
は
当
該
延
滞
金

特
例
基
準
割

合
に

年
１
パ

ー
セ

ン
ト

の
割
合
を

加
算
し

た
割

合
（
当

該
加

算
し
た

割
合
が
年

7.
3
パ
ー

セ
ン
ト
の
割

合
を

超
え
る
場
合

に
は
、
年
7
.
3
パ
ー
セ
ン
ト
の
割

合
）
と
す
る

。
）
を
乗
じ

て
計
算
し
た
額

の
延
滞
金
を
徴

収
し
ま
す
。

 

◎
お
知
ら
せ
 

１
 
減
免
決
定

通
知
に
つ
い
て

 
次

の
こ
と
が
生

じ
た
場
合
に
は

、
必
ず
表
記

の
県
税
事
務
所

へ
連
絡
し
て

く
だ
さ
い
。
 

(
１
)
 
障

が
い
名
が
変

更
と
な
っ
た
と
き
。
 

(
２
)
 
手

帳
の
等
級
が

変
更
に
な
っ
た
と
き
。

 
(
３
)
 
運

転
免
許
証
が

取
り
消
さ
れ
た
と
き
。

 
(
４
)
 
住

所
が
変
更
に

な
っ
た
と
き
。
 

ま
た
、
虚
偽
の

申
請
に
よ
り
減

免
決
定
を
受

け
た
場
合
は
、

決
定
を
取
り

消
す
こ
と
に
な

り
ま
す
。
 

２
 
賦
課
に
不

服
が
あ
る
場
合

に
つ
い
て
 

納
税
者

は
、
こ

の
県

税
の

賦
課
に

つ
い
て

不
服
が

あ
る

場
合

は
、
こ

の
納

税
通

知
書

を
受
け

取
っ

た
日

の
翌
日

か
ら
起

算
し

て
３

か
月
以
内
に

行
政
不
服
審
査

法
第
４
条
の

規
定
に
よ
り
、
知
事

に
審
査
請
求

を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
審
査
請

求
書
は
、

な
る

べ
く
県
税
事

務
所
長
を
経
由

し
て
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

 
ま

た
、

こ
の
県

税
の

賦
課

処
分
の

取
消
し

の
訴
え

は
、

こ
の

処
分
に

つ
い

て
の

審
査

請
求
に

対
す

る
裁

決
の
送

達
を
受

け
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算
し

て
６

か
月

以
内
に

、
鳥
取

県
を

被
告
と

し
て

（
訴
訟

に
お

い
て
鳥

取
県

を
代

表
す

る
者

は
知
事

と
な
り

ま
す

。
）

、
提

起
す
る

こ
と

が
で

き
ま
す

。
な
お

、
処

分
の
取

消
し

の
訴
え

は
、

こ
の
処

分
に

つ
い

て
の

審
査

請
求
に

対
す
る

裁
決

を
経

た
後

で
な
け

れ
ば

提
起

す
る
こ

と
は
で

き
ま

せ
ん
が

、
次

の
①
か

ら
③

ま
で
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と
き

は
、
審

査
請

求
に
対
す
る

裁
決
を
経
な
い

で
処
分
の
取

消
し
の
訴
え
を

提
起
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す

。
 

①
 

審
査
請
求
が

あ
っ
た
日
か
ら

３
か
月
を
経

過
し
て
も
裁
決

が
な
い
と
き

。
 

②
 

処
分
、
処
分

の
執
行
又
は
手

続
の
続
行
に

よ
り
生
ず
る
著

し
い
損
害
を

避
け
る
た
め
緊

急
の
必
要
が

あ
る
と
き
。
 

③
 

そ
の
他
裁
決

を
経
な
い
こ
と

に
つ
き
正
当

な
理
由
が
あ
る

と
き
。
 

３
 
滞
納
処
分

に
つ
い
て
 

納
期
限

ま
で
に

税
金

を
完
納

し
な

い
た
め

督
促
を

受
け

、
か
つ

、
そ

の
督

促
状

を
発
付

し
た

日
か

ら
起

算
し
て
1
0
日

を
経
過

し
た

日
ま
で
に
、

こ
の
税
金
に
係

る
徴
収
金
を

完
納
し
な
い
場

合
に
は
滞
納

処
分
を
受
け
る

こ
と
に
な
り

ま
す
。
 

 



  令和８年３月 31 日 火曜日      鳥 取 県 公 報             号外第 26 号   

- 26 - 

第１号様式の３その８（第２条の２関係） 

（表面） 

納税通知書（口座振替用） 

鳥取県  県税事務所長 印  

 

自 動 車 税 年度 年度 

登 録 番 号 

  

課 税 番 号 

  

税 額 円 

納期限（振替日） 年  月  日 

指

定

預

金

口

座 

金 融 機 関 番 号 
  

金 融 機 関 
  

支 店 名 
  

口 座 番 号 

  

 上記のとおり、あなたが指定した金融機関から振り替えます。    年  月  日 

備考 この納税通知書は、口座振替の方法による納付の申出を行った納税者に対する通知に使用すること。 
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（裏面） 

◎課税の根拠 

  この自動車税は、地方税法第146条及び鳥取県税条例第135条の２の規定によって課せられたものです。 

◎延滞金 

  納期限までに税金を完納しないときは、その翌日から税金完納の日までの日数に応じ、税額（1,000円未満の

端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。）に対し、年

14.6パーセント（当該納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については年7.3パーセント）の割合（各年の

延滞金特例基準割合（租税特別措置法第93条第２項に規定する平均貸付割合に年１パーセントの割合を加算した割

合をいう。以下同じ。）が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの

割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセン

トの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年7.3

パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合）とする。）を乗じて計算した額の延滞金を徴収しま

す。 

◎お知らせ 

１ 賦課に不服がある場合について 

納税者は、この県税の賦課について不服がある場合は、この納税通知書を受け取った日の翌日から起算して３か

月以内に行政不服審査法第４条の規定により、知事に審査請求をすることができます。審査請求書は、なるべく県

税事務所長を経由して提出してください。 

また、この県税の賦課処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌

日から起算して６か月以内に、鳥取県を被告として（訴訟において鳥取県を代表する者は知事となります。）、提

起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなけ

れば提起することはできませんが、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経な

いで処分の取消しの訴えを提起することができます。 

① 審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 

② 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

２ 滞納処分について 

納期限までに税金を完納しないため督促を受け、かつ、その督促状を発付した日から起算して10日を経過した日

までに、この税金に係る徴収金を完納しない場合には滞納処分を受けることになります。 

３ 預金残高等の確認について 

納期限までに、預金残高等の確認をお願いします。 
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第１号様式の３その９（第２条の２関係） 

（表面） 

自 動 車 税 納 税 通 知 書 

 
県 税 

  
第   号 

 

（納付者） 

年度 

登 録 番 号 税 率 

    

  
口 座 振 替 区 分 

  

税 額 
  百 十 万 千 百 十 円 

納 期 限 
  

納 付 場 所 
  

 

  上記のとおり納付してください。 

１ この自動車税は、地方税法第146条並びに鳥取県税条例第135条の２及び第142条第３項の規定によって課せられた

ものです。 

２ この税額については、鳥取県税条例第９条第２項の規定に基づき、この納税通知書を発した日の翌日から税金完

納の日までの日数に応じ、税額（1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは、その

端数金額又はその全額を切り捨てる。）に対し、年14.6パーセント（この納税通知書を発した日の翌日から納期限

までの期間又はその日の翌日から１月を経過する日までの期間については年7.3パーセント）の割合（各年の延滞金

特例基準割合（租税特別措置法第93条第２項に規定する平均貸付割合に年１パーセントの割合を加算した割合をい

う。以下同じ。）が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合に

あってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割

合にあっては当該延滞金特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年7.3パーセン

トの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合）とする。）を乗じて計算した額の延滞金を徴収します。 

      年  月  日 

鳥取県  県税事務所長 印   
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（裏面） 

お知らせ 

１ 賦課に不服がある場合について 

納税者は、この県税の賦課について不服がある場合は、この納税通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月

以内に行政不服審査法第４条の規定により、知事に審査請求をすることができます。審査請求書は、なるべく県

税事務所長を経由して提出してください。 

また、この県税の賦課処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌

日から起算して６か月以内に、鳥取県を被告として（訴訟において鳥取県を代表する者は知事となります。）、提

起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなけ

れば提起することはできませんが、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経な

いで処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 ① 審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 

 ② 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

 ③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

２ 滞納処分について 

納期限までに税金を完納しないため督促を受け、かつ、その督促状を発付した日から起算して10日を経過した日

までに、この税金に係る徴収金を完納しない場合には滞納処分を受けることになります。 
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第
１
号
様

式
の
３

そ
の
1
0
（
第
２
条
の
２

関
係

）
 

  
鳥

取
県

 

納
税
通

知
書

（
一
括

納
付
用

）
 

   
下
記
の

金
額
を

納
期
限

ま
で

に
同
封

の
納
付

書
に
よ

り
納
付

し
て
く

だ
さ
い

。
 

   
住

所
 

   
氏

名
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
様

 

   

◎
課

税
の
根

拠
 

 
 

こ
の
自

動
車
税

は
、
地

方
税
法

第
14
6
条

及
び

鳥
取
県

税
条
例

第
1
3
5
条
の

２
の
規

定
に

よ
っ

て
課

せ
ら
れ

た
も
の

で
す
。

 

◎
延

滞
金
 

 
 

納
期
限

ま
で

に
税

金
を

完
納
し

な
い

と
き

は
、

そ
の

翌
日

か
ら
税

金
完

納
の

日
ま

で
の
日

数
に

応

じ
、
税

額
（
1
,
0
0
0
円

未
満
の

端
数

が
あ
る

と
き
又
は

そ
の
全

額
が
2
,
0
0
0
円
未
満

で
あ
る

と
き
は

、

そ
の
端

数
金
額

又
は
そ

の
全
額
を

切
り
捨

て
る

。
）

に
対

し
、
年

1
4
.
6
パ

ー
セ

ン
ト

（
当

該
納
期

限

の
翌
日

か
ら
１

月
を
経

過
す
る

日
ま
で

の
期
間

に
つ

い
て
は

年
7
.
3
パ
ー

セ
ン
ト

）
の
割
合
（
各
年

の

延
滞
金

特
例
基

準
割
合

（
租
税

特
別
措
置

法
第
9
3
条
第
２

項
に
規

定
す
る

平
均

貸
付
割

合
に
年

１
パ

ー
セ
ン

ト
の
割

合
を
加

算
し
た

割
合
を

い
う
。
以

下
同
じ

。
）
が
年
7
.
3
パ

ー
セ
ン

ト
の
割

合
に
満

た

な
い
場

合
に
は

、
そ
の

年
中
に
お

い
て
は

、
年
1
4
.
6
パ
ー

セ
ン
ト

の
割
合

に
あ

っ
て
は

そ
の
年

に
お

け
る
延

滞
金
特

例
基
準

割
合
に
年

7
.
3
パ
ー
セ

ン
ト
の

割
合
を

加
算
し

た
割
合

と
し
、

年
7
.
3
パ
ー

セ

ン
ト
の

割
合
に

あ
っ
て

は
当
該
延

滞
金
特

例
基
準

割
合
に

年
１
パ

ー
セ
ン

ト
の

割
合
を

加
算
し

た
割

合
（
当

該
加
算

し
た
割

合
が
年

7
.
3
パ

ー
セ

ン
ト
の

割
合
を

超
え
る
場

合
に
は

、
年
7
.
3
パ

ー
セ
ン

ト

の
割
合

）
と
す

る
。
）

を
乗
じ

て
計
算

し
た
額

の
延

滞
金
を

徴
収
し

ま
す
。

 

◎
お

知
ら
せ

 

１
 

賦
課
に

不
服
が

あ
る
場

合
に

つ
い
て

 

納
税

者
は

、
こ
の

県
税
の

賦
課
に

つ
い
て
不

服
が
あ

る
場
合

は
、
こ

の
納
税

通
知
書

を
受
け

取
っ

た
日
の

翌
日
か

ら
起
算
し

て
３
か

月
以
内

に
行
政

不
服
審

査
法
第

４
条
の

規
定

に
よ
り

、
知
事

に
審

査
請
求

を
す
る

こ
と
が

で
き
ま
す

。
審
査

請
求
書

は
、
な

る
べ
く

県
税
事

務
所

長
を
経

由
し
て

提
出

し
て
く

だ
さ
い

。
 

ま
た

、
こ

の
県
税

の
賦
課

処
分
の

取
消
し
の

訴
え
は

、
こ
の

処
分
に

つ
い
て

の
審
査

請
求
に

対
す

る
裁
決

の
送
達

を
受
け

た
日
の
翌

日
か
ら

起
算
し

て
６
か

月
以
内

に
、
鳥

取
県

を
被
告

と
し
て

（
訴

訟
に
お

い
て
鳥

取
県
を

代
表
す
る

者
は
知

事
と
な

り
ま
す

。
）
、

提
起
す

る
こ

と
が
で

き
ま
す

。
な

お
、
処

分
の
取

消
し
の

訴
え
は
、

こ
の
処

分
に
つ

い
て
の

審
査
請

求
に
対

す
る

裁
決
を

経
た
後

で
な

け
れ
ば

提
起
す

る
こ
と

は
で
き

ま
せ
ん

が
、
次
の

①
か
ら

③
ま

で
の
い

ず
れ
か

に
該
当

す
る
と

き
は
、

審
査
請

求
に
対

す
る
裁

決
を
経

な
い
で

処
分
の

取
消
し

の
訴

え
を
提

起
す
る

こ
と
が

で
き
ま

す
。
 

①
 
審

査
請
求

が
あ
っ

た
日
か

ら
３
か

月
を
経

過
し

て
も
裁

決
が
な

い
と
き

。
 

②
 
処

分
、
処

分
の
執

行
又
は

手
続
の

続
行

に
よ
り

生
ず
る

著
し
い

損
害

を
避

け
る
た

め
緊
急

の
必

要
が

あ
る
と

き
。
 

③
 
そ

の
他
裁

決
を
経

な
い
こ

と
に
つ

き
正
当

な
理

由
が
あ

る
と
き

。
 

２
 

滞
納
処

分
に
つ

い
て
 

納
期

限
ま

で
に
税

金
を
完

納
し
な

い
た
め
督

促
を
受

け
、
か

つ
、
そ

の
督
促

状
を
発

付
し
た

日
か

ら
起
算

し
て
1
0
日

を
経

過
し
た

日
ま
で

に
、

こ
の

税
金
に

係
る
徴

収
金
を

完
納

し
な
い

場
合
に

は
滞

納
処
分

を
受
け

る
こ
と

に
な
り

ま
す
。

 

 

納
付
番
号

 
確

認
番
号

 
課

税
年

度
 

所
属

 
期

別
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

税
目

 
自

動
車
税

 
課

税
番

号
 

別
紙
内
訳
書
の
と
お
り

 
区
分
 

 
 

登
録
番
号

 
別
紙
内

訳
書

の
と
お

り
 

 
 

 
 

 
税

額
 

円
 

 
 

納
期

限
 

年
 
 
 

月
 

 
 
日

 

年
 

 
月
 

 
日
 

 
 
 

 
 
 

 

鳥
取
県

 
 
県

税
事
務

所
長
 

印
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別紙 

年度   自動車税納税通知書（一括納付用）内訳書 

 

納税義務者 

住所又は所在地   

 

氏名又は名称   

登録番号 課税番号 税額（税率） 登録番号 課税番号 税額（税率） 

            

納期限 年  月  日 

計   

合計   

  

 
 

第１号様式の４その２及び第１号様式の４その３を次のように改める。 
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第
１
号

様
式

の
４
そ

の
２

（
第

２
条

の
４
関

係
）

 

 
鳥

取
県

 

 

督
促

状
 

 

 
 

あ
な

た
の

自
動

車
税
が

上
記

の
と

お
り

未
納

と
な

っ
て
お

り
ま

す
の
で

、
直

ち
に

納
め

て

く
だ
さ

い
。

 

  
住

所
 

  
氏

名
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
様

 

お
し
ら

せ
 

１
 
滞

納
処

分
に

つ
い
て

 

督
促

状
を

発
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

1
0
日

を
経

過
し

た
日

ま
で

に
完

納
さ

れ
な

い
と

き

は
、

滞
納

処
分
を

受
け

る
こ

と
に

な
り

ま
す
。

 

２
 
督

促
に

不
服

が
あ
る

場
合

に
つ

い
て

 

こ
の
督

促
に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は
、

こ
の

督
促

状
を

受
け
取

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

３
か
月

以
内

に
、

行
政

不
服

審
査
法

第
４

条
の

規
定

に
よ

り
、
知

事
に

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
が
で

き
ま

す
。

審
査

請
求

書
は
、

な
る

べ
く

県
税

事
務

所
長
を

経
由

し
て

提
出

く
だ

さ
い

。
 

ま
た
、

こ
の
督

促
の

取
消

し
の

訴
え

は
、
こ

の
督

促
に

つ
い

て
の
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
の

送
達

を
受
け

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し
て

６
か

月
以

内
に

、
鳥

取
県

を
被

告
と
し

て
（
訴

訟
に

お
い

て
鳥
取

県
を

代
表

す
る

者
は

知
事
と

な
り

ま
す

。
）

、
提

起
す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

な
お

、
督
促

の
取

消
し

の
訴

え
は

、
こ
の

督
促

に
つ

い
て

の
審

査
請
求

に
対

す
る

裁
決

を
経

た
後

で
な
け

れ
ば

提
起

す
る

こ
と

は
で
き

ま
せ

ん
が

、
次

の
①

か
ら
③

ま
で

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る
と

き
は

、
審

査
請

求
に

対
す
る

裁
決

を
経

な
い

で
督

促
の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と
が

で
き

ま
す

。
 

①
 

審
査

請
求

が
あ
っ

た
日

か
ら

３
か

月
を
経

過
し

て
も

裁
決

が
な

い
と
き

。
 

②
 

処
分

、
処

分
の
執

行
又

は
手

続
の

続
行
に

よ
り

生
ず

る
著

し
い

損
害
を

避
け

る
た

め
緊

急
の
必

要
が
あ

る
と

き
。

 

③
 

そ
の

他
裁

決
を
経

な
い

こ
と

に
つ

き
正
当

な
理

由
が

あ
る

と
き

。
 

３
 
延

滞
金

に
つ

い
て
 

延
滞
金

は
、
納

期
限

ま
で

に
税

金
を

完
納
し

な
い

と
き

に
、

そ
の
翌

日
か

ら
完

納
の

日
ま

で
の

日
数

に
応
じ

、
年

1
4
.
6
パ
ー
セ
ン

ト
（
当

該
納

期
限

の
翌

日
か

ら
１
月

を
経

過
す

る
日

ま
で

の
期

間
に
つ

い
て

は
年

7
.
3
パ
ー

セ
ン

ト
）
の
割

合
（

各
年

の
延

滞
金

特
例

基
準
割

合
（
租

税
特

別
措

置
法
第

9
3
条

第
２

項
に

規
定

す
る
平

均
貸

付
割

合
に

年
１

パ
ー
セ

ン
ト

の
割

合
を

加
算

し
た

割
合
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）
が

年
7
.
3
パ

ー
セ

ン
ト

の
割
合

に
満

た
な

い
場

合
に

は
、

そ
の

年
中
に

お
い

て
は

、
年

1
4
.
6
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
に

あ
っ
て
は
そ

の
年

に
お

け
る

延
滞

金
特

例
基
準

割
合

に
年

7
.
3
パ
ー

セ
ン

ト
の

割
合

を
加
算

し
た

割
合

と
し

、
年
7
.
3
パ
ー

セ
ン

ト
の

割
合
に

あ
っ

て
は

当
該

延
滞

金
特
例

基
準

割
合

に
年

１
パ

ー
セ
ン

ト
の

割
合

を
加

算
し

た
割

合
（

当
該

加
算
し

た
割

合
が

年
7
.
3
パ

ー
セ

ン
ト

の
割
合

を
超

え
る

場
合

に
は
、
年

7
.
3
パ
ー

セ
ン

ト
の

割
合
)
と

す
る
。
）

で
計
算

さ
れ

ま
す

。
 

 
納
付

番
号

 
確

認
番

号
 

課
税

年
度
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所
属
 

期
別

 

 
 

 
 

税
 

 
目
 

課
税

番
号

 

自
動

車
税
 

 
 

区
分
 

登
録

番
号
 

 
 

 
 

 
 

 
税

額
 

円
 

 

納
期

限
 

 

延
滞

金
の

割
合

が
引

き

上
が

る
日
 

 

年
 

 
月

 
 
日

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鳥
取

県
 

 
県

税
事
務

所
長

 
印

 
 

 
 

  
こ

の
督

促
状

を
受

け
取
ら

れ
た

と
き

ま
で

に
納

付
し

て
お
ら

れ
ま

し
た

ら
、
行

き
違

い
で

す

の
で

、
あ

し
か

ら
ず

御
了
承

く
だ

さ
い

。
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第１号様式の４その３（第２条の４関係） 

（表面） 

     市   町 

     郡   村 

  （納税者の氏名）   様 

第   号 督 促 状 

年度 税 目 
  

納 期 限 
  

税 額 円 

加算金 円 加算金 円 

延 滞 金 

 納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、税額（1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満

であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。）に対し、年14.6パーセント（   から   までの

期間については年7.3パーセント）の割合（各年の延滞金特例基準割合（租税特別措置法第93条第２項に規定する

平均貸付割合に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。）が年7.3パーセントの割合に満たない場

合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パ

ーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年１パーセン

トの割合を加算した割合（当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合）

とする。）を乗じて計算した金額 

 上記のとおり滞納となっていますから、至急納付してください。 

      年  月  日 

 

 

鳥取県  県税事務所長 印  

備考 この督促状は、自動車税（証紙徴収の方法によって徴収することができない場合に限る。）及び狩猟税（普通徴収の方法により

徴収する場合に限る。）に係る督促について使用すること。 

（裏面） 

納付場所 
  

お知らせ 

１ 完納されない場合について 

督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されないときは、財産の差押えを受けなければならないことになり

ます。 

２ 督促に不服がある場合について 

この督促について不服がある場合は、この督促状を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に行政不服審査法第４条の規定

により、知事に審査請求をすることができます。審査請求書は、なるべく県税事務所長を経由して提出してください。 

また、この督促の取消しの訴えは、この督促についての審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内

に、鳥取県を被告として（訴訟において鳥取県を代表する者は知事となります。）、提起することができます。なお、督促の取消し

の訴えは、この督促についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することはできませんが、次の①から③までのいず

れかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで督促の取消しの訴えを提起することができます。 

① 審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 

② 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 
 

第５号様式の２その５を次のように改める。 
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第
５

号
様
式
の
２
そ
の
５
（
第
５
条
の

２
関
係
）
 

 
鳥
取
県

 

 

税
額
等
変
更
通
知
書
 

  
 
さ
き
に
通
知
し
た
税

額
等
を
下
記
の
と
お
り
変
更
し
ま

し
た
。
 

  
住

所
 

  
氏

名
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
様
 

お
知
ら
せ
 

１
 
賦
課
に
不

服
が
あ
る
場
合
 

納
税
者

は
、
こ
の
県
税
の
賦
課
に

つ
い
て
不

服
が
あ
る
場
合
は
、
こ

の
納
税
通

知
書
を
受

け
取
っ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
３
か
月
以

内
に
行
政
不
服
審
査

法
第
４
条
の

規
定
に
よ

り
、
知
事

に
審
査
請
求
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま

す
。
審
査
請
求
書
は

、
な
る
べ
く

県
税
事
務

所
長
を
経

由
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

ま
た
、

こ
の
県
税
の
賦
課
処
分
の

取
消
し
の

訴
え
は
、
こ
の
処
分
に

つ
い
て
の

審
査
請
求

に
対
す
る

裁
決
の
送
達
を
受
け
た

日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
６
か
月

以
内
に
、
鳥

取
県
を
被

告
と
し
て

（
訴
訟
に
お
い
て
鳥
取

県
を
代
表
す

る
者
は
知
事
と
な
り

ま
す
。
）
、

提
起
す
る

こ
と
が
で

き
ま
す
。
な
お
、
処
分

の
取
消
し
の

訴
え
は
、
こ
の
処
分

に
つ
い
て
の

審
査
請
求

に
対
す
る

裁
決
を
経
た
後
で
な
け

れ
ば
提
起
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
が
、
次
の

①
か
ら
③

ま
で
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

き
は
、
審
査

請
求
に
対
す
る
裁
決

を
経
な
い
で

処
分
の
取

消
し
の
訴

え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

①
 
審
査
請

求
が
あ
っ
た
日
か
ら
３
か
月
を
経

過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
。

 

②
 
処
分
、

処
分
の
執
行
又
は
手

続
の
続
行
に

よ
り
生
ず
る
著
し
い

損
害
を
避
け
る

た
め
緊

急
の
必

要
が
あ
る
と
き
。
 

③
 
そ
の
他

裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当

な
理
由
が
あ
る
と
き
。

 

２
 
未
納
額
が

あ
る
場
合
に
つ
い
て
 

税
額
変

更
後
に
未
納
税
額
が
あ
る

場
合
は
同

封
の
納
付
書
で
納
め
て

く
だ
さ
い

。
な
お
、

未
納
税
額

が
な
い
場
合
は
、
納
付
書
は
同
封
し

て
お
り
ま
せ
ん
。

 

 
納
付
番
号
 

確
認
番
号
 

課
税
年
度
 

所
属
 

期
別
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

税
目
 

自
動
車
税
 

登
録
番

号
 

 
 

区
分
 

 
 

 
 

 
通
知
済

の
税
額
 

 
 

 
 

変
更
後

の
税
額
 

 
 

差
引

増
減

額
 

 
 

変
更

の
理

由
 

 
 

納
期

限
 

 
 

年
 
 

月
 
 
日
 
 
 
 
 
 
 
 

 

鳥
取
県
 

 
県
税
事
務
所
長
 

印
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（裏面） 

《 お 知 ら せ 》 

 この県税の賦課について不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に行政不服審査法第４条の

規定により、知事に審査請求をすることができます。審査請求書は、なるべく県税事務所長を経由して提出してください。 

 また、この県税の賦課処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６

か月以内に、鳥取県を被告として（訴訟において鳥取県を代表する者は知事となります。）、提起することができます。なお、処分の

取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することはできませんが、次の①から③までの

いずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。 

① 審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 

② 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 

第17号様式その２を次のように改める。 

第17号様式その２（第５条の２、第20条関係） 

（表面） 

年  月  日 

自動車税税額変更・還付（充当）通知書 

鳥取県  県税事務所長 印 

 下記のとおり県税を減額・還付(充当)します。 

課 税 年 度   税 目       

期 別         

支 出 区 分   納 期 限       

処 理 日   課 税 番 号       

還 付 番 号           

還 付 事 由 登 録 番 号       

  変 更 の 理 由       

変 更 前 の 税 額   変 更 税 額   変 更 後 の 税 額   

 

還 付 発 生 額 

納付（入）日 本 税 延 滞 金 申告加算金 重加算金 計 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

計                                         

正 当 額                                         

還 付 額                                 (ア)       

還
付
加
算
金 

基礎税額 始期 終期 日数 還付加算金 基礎税額 始期 終期 日数 還付加算金 

                    

                    

                    

      還 付 加 算 金 の 合 計 (イ) 

        還 付 額 (ア) ＋ (イ) (ウ) 

充 当 処 理 

税 目 年度 課税番号 期 別 
申 告 処 理

区 分 

充 当 

適 状 日 
本 税 延滞金 加算金 重加算金 計 

                      

                      

                      

                      

        充 当 額 の 合 計 (エ) 

 

年度 

  
差 引 還 付 額 

(ウ)－(エ) 
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第51号様式及び第52号様式を次のように改める。 

 第
5
1
号

様
式

（
第

3
5
条

の
２

関
係

）

年
　

度
　

個
　

人
　

県
　

民
　

税
　

等
　

課
　

税
　

状
　

況
　

報
　

告
　

書
様

年
　

　
　

月
　

　
　

日
提

出

　
１
　

課
税

総
額

に
関

す
る

調
べ

森
林

環
境

税

(7
)

(9
)

(1
0
)

(1
1
)+

(1
2
)

(1
3
)

(1
4
)

厘
毛

　
２
　

所
得

割
額

に
関

す
る

調
べ

(ｱ
)

越
控

除
(ｳ

)
(ｶ

)
　

　
(ｽ

)

　
３
　

諸
控

除
等

に
関

す
る

調
べ 控

除
控

除
額

人
員

(A
)

(4
)

控
除

額

(1
)

(2
)

(6
)

計
計

（
８

）

特
特

計
計

１
こ

の
報

告
書

は
、

当
該

年
度

に
現

年
分

と
し

て
課

税
し

た
総

額
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
。

２
公

的
年

金
か

ら
の

特
別

徴
収

の
対

象
者

に
つ

い
て

は
、

普
通

徴
収

分
に

記
載

す
る

こ
と

。

３
１
の

表
中

(４
)の

額
は

、
同

(1
3
)の

人
員

に
1
,5

0
0
円

を
乗

じ
た

額
に

符
合

し
、

同
(5

)の
額

は
２
の

表
中

(セ
)の

額
に

符
合

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

４
１
の

表
中

(９
)及

び
(1

0
)の

率
は

、
小

数
点

以
下

4
位

ま
で

と
し

、
5
位

以
下

は
切

り
捨

て
る

こ
と

。

５
「
納

税
義

務
者

数
」
は

、
課

税
人

員
を

記
載

す
る

こ
と

。

６
２
の

表
中

（
ア

）
欄

の
人

員
は

、
１
の

表
中

(1
2
)の

人
数

と
符

合
す

る
も

の
で

あ
り

、
基

礎
控

除
の

対
象

と
な

っ
た

人
員

で
あ

る
こ

と
。

７
２
の

表
中

（
イ

）
欄

の
額

は
３
表

中
(A

)欄
の

額
に

、
同

様
に

（
オ

）
欄

の
額

は
(B

)欄
の

額
に

、
（
ク

）
～

（
ス

）
欄

の
額

は
（
C

）
～

（
Ｈ

）
欄

の
額

に
そ

れ
ぞ

れ
符

合
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。

県
税

事
務

所
長

市
町

村
長

区
分

市
町

村
民

税
課

税
額

県
民

税
課

税
額

森
林

環
境

税
市

町
村

民
税

、
県

民
税

及
び

森
林

環
境

税
の

課
税

総
額

課
税

総
額

に
対

す
る

課
税

総
額

に
対

す
る

森
林

環
境

税
額

の
割

合

納
税

義
務

者
数

均
等

割
所

得
割

計
均

等
割

所
得

割
計

課
税

額
県

民
税

の
課

税
額

の
割

合
均

等
割

の
み

の
も

の
均

等
割

及
び

所
得

割
を

納
め

る
も

の
合

計

(1
)

(2
)

(3
)

(4
)

(5
)

(6
)

(3
)+

(6
)+

(7
) 

 (
8
)

(8
)÷

(6
) 

　
(8

)÷
(7

)
(1

1
)

(1
2
)

普
通

徴
収

分
割

分
毛

割
分

厘

特
別

徴
収

分

合
計 区
分

所
得

割
の

納
税

事
業

専
従

者
純

損
失

等
の

前
総

所
得

金
額

等

所
得

控
除

算
出

税
額

税
額

調
整

額
調

整
控

除
住

宅
ロ

ー
ン

寄
附

金
税

額
控

除
控

除

そ
の

他
の

所
得

割
の

税
額

義
務

者
数

控
除

年
前

3
年

間
の

繰

(ｷ
)

(ｸ
)

(ｹ
)

課
税

標
準

額

税
額

控
除

等

(ｷ
)-

（(
ｸ
)～

(ｽ
)）

　
　

 (
ｾ

)
(ｲ

)
(ｴ

)
(ｵ

)
(ｴ

)-
(ｵ

)
(ｺ
）

（
ｻ
）

（
ｼ

）

配
割

株
割

等
控

除
額

普
通

徴
収

分

特
別

徴
収

分

合
計

区
分

納
税

義

区 分

社
会

保
険

料
控

除
小

規
模

企
業

生
命

保
険

料
控

除
務

者
数

共
済

掛
金

控
除

普 通 徴 収 分

青
控

除
額

納
税

義

地
震

保
険

料
控

除
障

害
者

控
除

区 分
控

除
人

員
控

除
額

（
D

)

控
除

額
納

税
義

納
税

義
控

除
人

員

(3
)

納
税

義

調 整 控 除

務
者

数
務

者
数

務
者

数
務

者
数

控
除

額
納

税
義

普

特 計

　 事 業 専 従 者 控 除

白
　 所 得 控 除

特 別 徴 収 分

青

普

控
除

額

特

務
者

数
普

計
特

計

調
整

人
員

控
除

額
（
C

)
区 分

税 額 調 整 額

控
除

額
（
F
)

白

区 分計

控
除

人
員

区 分
控

除
人

員
区 分

(5
)

配
偶

者
控

除
配

偶
者

特
別

控
除

扶
養

控
除

基
礎

控
除

普

控
除

額
（
E

)

寄 附 金 税 額 控 除

そ
の

他
の

合
計

計
控

除
(B

)

控
除

額
控

除
額

納
税

義

合 計

青

務
者

数

特

計

普

特
納

税
義

控
除

額
納

税
義

控
除

人
員

務
者

数
特

務
者

数

住 宅 ロ ー ン 控 除

普

控
除

人
員

控
除

額
（
Ｈ

)
白

(7
)

区 分
配 割 株 割 等 控 除

そ の 他 の 税 額 控 除 等

普
普

控
除

人
員

控
除

額
（
G

)
区 分

計

　
（
記

載
上

の
注

意
）

千
円

人
人

人

人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人 人

人

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

人

人

千
円

千 円 千
円

人

人

千 円

千
円

人
人
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本
 月

 分
本

月
末

累
計

人
  
  
員

税
  
  
額

人
  
  
員

税
  
  
額

人
  
  
員

税
  
  
額

税
  
  
額

税
  
  
額

人
　

員
税

　
 額

人
　

員
税

　
 額

人
　

員
税

　
 額

(1
)

(2
)

(3
)

(4
)

(5
)=

(1
)+

(3
)

(6
)=

(2
)+

(4
)

(7
)

(8
)

(9
)

(1
0
)

(1
1
)

(1
2
)

(1
3)

=(
9)

+(
11

)
(1

4
)=

(1
0
)+

(1
2
)

(1
5)

=
(6

)+
(8

)+
(1

4
)

(1
6
)=

(6
)+

(8
)

(1
7
)

(1
8
)

(1
9)

(2
0
)

(2
1
)

(2
2)

=
(2

3
)-

(2
1
)

(2
3
)=

(1
7
)×

(1
9
)

又
は

(1
7
)×

(2
0
)

(2
4
)

(2
5
)=

(2
6
)-

(2
4
)

(2
6
)=

(1
8
)×

(1
9
)

(2
7
)

(2
8
)

(2
9
)

(3
0)

(3
1
)

(3
2
)

(3
3)

=
(6

)-
(2

3)
-(

30
)

(3
4)

=
(1

4
)-

(2
6)

-
(3

2
)

う
ち

平
成

1
9
年

度
以

降
分

う
ち

平
成

1
8
年

度
以

前
分

う
ち

平
成

1
9
年

度
以

降
分

う
ち

平
成

1
8
年

度
以

前
分

　
　

　
備

考
森

林
環

境
税

過
誤

納
還

付
額

森
林

環
境

税
払

込
額

配
割

株
割

控
除

不
足

額

令
和

6
年

度
以

降
分

過
誤

納
還

付
金

等
（

還
付

加
算

金
含

む
）

還
付

加
算

金

納
期

前
納

付
報

奨
金

還  付  金  等

区
  
  
  
  
  
  
  
  
分

県
民

税
等

前
 月

 末
 累

 計
本

  
月

  
中

本
 月

 末
 累

 計

過
誤

納
還

付
金

合
計

う
ち

令
和

5
年

度
以

前
分

う
ち

令
和

6
年

度
以

降
分

う
ち

令
和

5
年

度
以

前
分

延
滞

金
計

加
算

金
計

う
ち

令
和

5
年

度
以

前
分

滞
納

繰
越

分

う
ち

令
和

6
年

度
以

降
分

税         外

加   算   金

現
年

課
税

分

う
ち

令
和

6
年

度
以

降
分

う
ち

令
和

5
年

度
以

前
分

滞
納

繰
越

分

う
ち

令
和

6
年

度
以

降
分

延  滞  金

現
年

課
税

分

う
ち

平
成

1
9
年

度
以

降
分

う
ち

平
成

1
8
年

度
以

前
分

本
税

計

う
ち

令
和

5
年

度
以

前
分

計

現
年

課
税

分
計

滞
納

繰
越

分

う
ち

令
和

6
年

度
以

降
分

分
離

課
税

に
係

る
所

得
割

計

過 年 度 分

令 和 ６ 年 度 以 降 分

均
等

割
及

び
所

得
割

分
離

課
税

に
係

る
所

得
割

計

令 和 ５ 年 度 以 前 分

均
等

割
及

び
所

得
割

分
離

課
税

に
係

る
所

得
割

本       税

現 年 度 分

均
等

割
及

び
所

得
割

本
  

月
  
末

累
  
  

  
計

前
  
月

  
末

累
  
  
  

計

本
　

月
　

分
収

　
入

　
額

（
払

込
額

）

本
  
月

  
末

累
  

  
  
計

区
  
  
  
分

計

県
民

税
分

森
林

環
境

税
分

県
民

税
分

森
林

環
境

税
分

前
 月

 末
 累

 計
本

  
月

  
分

本
 月

 末
 累

 計
前

 月
 末

 累
 計

本
　

月
　

分
本

 月
 末

 累
 計

前
  
月

  
末

累
  

  
  

計

本
  

月
  

分
収

　
入

　
額

（
払

込
額

）

本
  

月
  
分

処
  

分
  
額

本
  
月

  
末

累
  
  
  
計

本
  
月

  
分

処
  
分

  
額

本
  

月
  

末
累

  
  
  
計

第
5
2号

様
式

（
第

3
5
条
の

２
関

係
）

　
　

 年
 度

 　
　

月
 分

 個
 人

 県
 民

 税
 等

 賦
 課

 徴
 収

 状
 況

 報
 告

 書
　

　
　

　
　

　
　

県
税

事
務

所
長

　
様

　
　

年
　

　
　

 月
 　

　
　

 日
提

出

市
町

村
長

未
  
納

  
額

県
  
  
民

  
  
税

  
  
分

市
 町

 村
 民

 税
 分

森
林

環
境

税
分

県
民

税
、

市
町

村
民

税
及

び
森

林
環

境
税

の
合

計
の

本
月

末
累

計

県
民

税
、

市
町

村
民

税
の

合
計

の
本

月
末

累
計

県
民

税
、

市
町

村
民

税
及

び
森

林
環

境
税

の
本

月
末

累
計

県
民

税
と

市
町

村
民

税
の

合
計

の
本

月
末

累
計

県
民

税
分

森
林

環
境

税
分

調
  
  
  
定

  
  
  
額

  
  
  
等

確
定

あ
ん

分
率

又
は

特
定

あ
ん

分
率

（
県

民
税

算
出

用
）

確
定

あ
ん

分
率

又
は

特
定

あ
ん

分
率

（
森

林
環

境
税

算
出

用
）

収
 入

 済
 額

 （
払

込
額

）
不

納
欠

損
額

県
民

税
、

市
町

村
民

税
及

び
森

林
環

境
税

の
本

月
末

累
計

県
民

税
と

市
町

村
民

税
の

合
計

の
本

月
末

累
計

１
「
人
員
」
欄
は
、
課
税
人
員
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
「
調
定
額
等
」
欄
中
「
本
月
中
」
の
人
員
は
、
実
人
員
に
異
動
を
生
じ
た
場
合
の
み
記
載
す
る
こ
と
。

３
確
定
あ
ん
分
率
に
つ
い
て
は
、
払
込
金
額
が
円
単
位
ま
で
算
出
で
き
る
ま
で
の
数
値
と
す
る
こ
と
。
（
５
月
払
込
分
：
前
年
度
の
確
定
あ
ん
分
率
、
翌
年
４
～
６
月
払
込
分
：
当
該
年
度
の
確
定
あ
ん
分
率
）

４
特
定
あ
ん
分
率
は
小
数
点
以
下
４
位
ま
で
と
し
、
５
位
以
下
は
切
り
捨
て
る
こ
と
。
（
７
～
翌
年
３
月
払
込
分
：
当
該
年
度
の
特
定
あ
ん
分
率
）

５
延
滞
金
は
、
本
税
の
課
税
年
度
に
よ
り
区
分
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

６
こ
の
報
告
書
は
、
翌
月
１
０
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

７
滞
納
繰
越
分
は
、
平
成
1
8
年
度
以
前
課
税
分
と
平
成
1
9
年
度
以
降
課
税
分
を
区
分
す
る
こ
と
。
（
徴
収
取
扱
費
の
把
握
に
必
要
な
た
め
）

８
滞
納
繰
越
分
の
平
成
1
9
年
度
以
降
分
は
、
令
和
５
年
度
以
前
課
税
分
と
令
和
６
年
度
以
降
課
税
分
を
区
分
す
る
こ
と
。
（
森
林
環
境
税
導
入
前
後
で
分
け
る
た
め
）

９
収
入
済
額
（
払
込
額
）
は
令
和
６
年
度
以
降
分
は
(1
7
)×
(1
9
)と
し
、
令
和
５
年
度
以
前
分
は
(1
7
)×
(2
0
)と
す
る
こ
と
。
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第53号様式の３を次のように改める。 

 第
5
3
号

様
式

の
３

（
第
3
5
条

の
３

、
第
3
7
条

の
２

関
係

）
 

(
表

面
)
 

法
人

県
民

税
 

法
人

事
業

税
・

特
別

法
人

事
業

税
 

・
加

算
金

更
正

決
定

通
知

書
 

通
知

書
番

号
／

課
税

番
号

 
事

業
年

度
 

申
告

区
分
 

申
告

期
限

 
申

告
年

月
日

 
税

務
官
署

の
処

理
 

資
本

金
等

の
額

 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

区
分

 
更

正
決

定
額

 
既

納
付

確
定

額
 

増
減

額
 

   
 

住
所

 

   
 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

様
 

   
次

の
と

お
り

更
正

決
定

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

こ
の

通
知

に
基

づ
く

不
足

税
額

及
び

不
足

税
額

に
対

す
る

延
滞

金
額

又
は

加
算

金
額

に
つ

い
て

は
、

納
付

書
に

よ
り

、
指

定
納

期
限

ま
で

に
納

付
し

て
く

だ
さ

い
。

 

課
税

標
準

額
 

税
率

（
％

）
 

税
額

 

県 民 税 

課
税

標
準

と
な

る
法

人
税

額
の

総
額

 
(
１

)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本 県 分 

本
県

分
の

課
税

標
準

と
な

る
法

人
税

額
 

(
２

)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

道
府

県
民

税
の

特
定

寄
附

金
税

額
控

除
額

 
(
３

)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

税
額

控
除

超
過

額
相

当
の

加
算

額
 

(
４

)
 

 
 

 
 

 

控
除

対
象

所
得

税
額

等
相

当
額

の
控

除
額

 
(
５

)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

外
国

の
法

人
税

額
等

の
額

の
控

除
額

 
(
６

)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

仮
装

経
理

に
基

づ
く

控
除

額
 

(
７

)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

差
引

法
人

税
割

額
 

(
２

)
－

(
３

)
＋

(
４

)
－

(
５

)
－

(
６

)
－

(
７

)
 

(
８

)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

租
税

条
約

の
実

施
に

係
る

控
除

額
 

(
９

)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

過
大

で
あ

っ
た

既
還

付
請

求
利

子
割

額
 

(
1
0
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

納
付

す
べ

き
法

人
税

割
額

 
 

 
 

 
(
８

)
－

(
９

)
＋

(
1
0
)
 

(
1
1
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

均
等

割
額

 
(
1
2
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
1
1
)
＋

(
1
2
)
 

(
1
3
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

更
正

決
定

額
 

 
 

事 業 税 

又 は 第 二 号 に 掲 げ る 事 業 

法 第 七 十 二 条 の 二 第 一 項 第 一 号 

所
得

金
額

の
総

額
 

(
1
4
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 得 金 額 

○
○

○
万

円
以

下
の

金
額

 
(
1
5
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○

○
○

万
円

超
○

○
○

万
円

以
下

の
金

額
 

(
1
6
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

指
定

納
期

限
 

 
 

 
○

○
○

万
円

超
の

金
額

 
(
1
7
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
1
5
)
＋

(
1
6
)
＋

(
1
7
)
 

(
1
8
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

軽
減

税
率

不
適

用
法

人
の

金
額

 
(
1
9
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
付

加
価

値
額

の
総

額
 

(
2
0
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

更
正

決
定

の
理

由
 

 
付

加
価

値
額

 
(
2
1
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
資

本
金

等
の

額
の

総
額

 
(
2
2
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

資
本

金
等

の
額

 
(
2
3
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

収
入

金
額

の
総

額
 

(
2
4
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
収

入
金

額
 

(
2
5
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
年
 

 
月

 
 

日
 

 

職
 

氏
名
 

印
 
 

第 三 号 に 掲 げ る 事 業 

法 第 七 十 二 条 の 二 第 一 項 

所
得

金
額

の
総

額
 

(
2
6
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所
得

金
額

 
(
2
7
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

付
加

価
値

額
の

総
額

 
(
2
8
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

付
加

価
値

額
 

(
2
9
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

資
本

金
等

の
額

の
総

額
 

(
3
0
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

資
本

金
等

の
額

 
(
3
1
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

収
入

金
額

の
総

額
 

(
3
2
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

収
入

金
額

 
(
3
3
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
(
(
1
8
)
又

は
(
1
9
))

＋
(2

0)
＋

(
2
3
)
＋

(
2
5
)
＋

(
2
7
)
＋

(2
9)

＋
(
3
1
)
＋
(
33
)
 

(
3
4
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改
正

法
附

則
控

除
額

 
(
3
5
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

事
業

税
の

特
定

寄
附

金
税

額
控

除
額

 
(
3
6
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

仮
装

経
理

に
基

づ
く

控
除

額
 

(
3
7
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

租
税

条
約

の
実

施
に

係
る

控
除

額
 

(
3
8
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

差
引

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(
3
4
)
－

(
3
5
)
－

(3
6)

－
(
3
7
)
－
(
38
)
 

(
3
9
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

特 別 法 人 事 業 税 

法
第

7
2
条

の
２

第
１

項
第

１
号

に
掲

げ
る

事
業

の
所

得
割

額
 

(
4
0
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

法
第

7
2
条

の
２

第
１

項
第

２
号

に
掲

げ
る

事
業

の
収

入
割

額
 

(
4
1
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

法
第

7
2
条

の
２

第
１

項
第

３
号

に
掲

げ
る

事
業

の
収

入
割

額
 

(
4
2
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

仮
装

経
理

に
基

づ
く

控
除

額
 

(
4
3
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

租
税

条
約

の
実

施
に

係
る

控
除

額
 

(
4
4
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

差
引

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(
4
0
)
＋

(
4
1
)
＋

(4
2)

－
(
4
3
)
－
(
44
)
 

(
4
5
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

区
分

 
対

応
税

額
 

率
（

％
）

 
加

算
金

額
 

既
納

付
確

定
額
 

増
減

額
 

過
少

申
告

加
算

金
 

(
4
6
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
加

重
対

象
分

）
 

(
4
7
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

不 申 告
 

不
申

告
加

算
金

又
は

5
0

万
円

以
下

の
分

 
(
4
8
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

加
重

対
象

分
又

は
5

0
万

円
超

3
0

0
万

円
以

下
の

分
 

(
4
9
) 

 
 

 
 

 

3
0

0
万

円
超

の
分

 
(
5
0
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

重
加

算
金

 
(
5
1
) 
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(
裏
面
) 

◎
延
滞
金
 

 
 
不
足
税
額

に
つ
い
て

は
、
法

定
納
期
限
の
翌

日
か
ら
納

付
の
日

ま
で
の
期
間
に

応
じ
、
税

額
（
1
,
00
0
円
未
満
の
端

数
が
あ
る
と

き
又
は
そ
の

全
額
が
2
,0
0
0
円
未
満
で
あ

る
と
き
は
、
そ

の
端
数
金

額
又
は

そ
の
全
額
を
切

り
捨
て
る

。
）
に

対
し
、
年
1
4
.
6
パ
ー
セ
ン
ト
（

こ
の
通

知
書
に
よ
る

納

期
限
ま
で
の
期
間
又

は
当
該
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経

過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
年
7
.
3パ

ー
セ
ン
ト
）
の
割
合
（
各
年
の
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
（
租
税
特
別
措
置
法
第
9
3
条
第
２
項
に
規
定
す
る
平
均
貸
付
割
合
（
以
下
「
平
均
貸
付

割
合
」
と
い
う
。
）
に
年
１
パ
ー
セ
ン
ト

の
割

合
を
加
算
し
た
割
合

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
年
7.
3
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合

に
は
、
そ
の
年
中
に
お
い
て

は
、
年
1
4.
6パ

ー
セ
ン
ト
の

割
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
年
に
お
け
る
延

滞
金
特
例
基
準
割
合
に
年
7
.
3
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
と
し
、
年
7
.3
パ
ー
セ
ン
ト
の
割

合
に
あ
っ
て
は
鳥
取

県
税
条
例
第
９
条
第
１
項
の
表
の
左
欄

(１
)
の
同
表
の
中
欄
オ
及
び
カ
並
び
に
同

表
の
左
欄
(
３
)
の
同
表
の
中
欄
オ
に
掲
げ

る
税
額
に
つ
い
て
は
平
均
貸
付
割
合
に

年
0.
5
パ
ー
セ
ン
ト

の
割
合
を
加
算
し
た
割
合

、
そ

の
他
の
税
額
に
つ
い
て
は
当
該
延
滞
金
特

例
基
準
割
合
に
年

１
パ
ー
セ
ン
ト
の
割

合
を
加
算
し
た
割
合
（
当
該
加
算
し
た

割
合
が
年
7
.
3パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
超
え
る
場

合
に
は
、
年
7
.
3パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
）
と
す

る
。
）
を
乗
じ
て
計
算
し
た
額
の
延
滞
金

を
徴
収
し
ま
す
。
 

◎
お
知
ら
せ
 

 
 
こ
の
県

税
の
賦
課

処
分
（
特

別
法
人
事
業

税
に
関
す

る
処
分
を

含
む
。
以
下

同
じ
。
）

に
つ
い
て

不
服
が
あ
る

場
合
は
、

こ
の
通
知
書

を
受
け
取
っ

た
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し

て
３
か
月
以

内
に
行
政
不

服
審
査
法
第

４
条
の
規

定
に
よ
り

、
知
事
に
審

査
請
求
を

す
る
こ
と

が
で
き
ま
す

。
審

査
請

求
書
は
、
な
る
べ
く

県
税
事
務
所
長
を
経
由
し
て
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
 

 
 
ま
た
、
こ
の
県
税
の
賦
課
処
分
の
取
消
し
の

訴
え
は
、
こ
の
処
分
に
つ
い

て
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
の
送
達
を

受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か

月
以
内
に
、
鳥
取
県
を
被
告

と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
鳥

取
県
を
代
表
す
る
者
は
知
事
と
な
り
ま

す
。
）
、
提
起
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

な
お
、
処
分

の
取
消
し

の
訴
え
は

、
こ
の
処
分

に
つ
い
て

の
審
査
請

求
に
対
す
る

裁
決
を
経

た
後
で
な

け
れ
ば
提
起

す
る
こ
と

は
で
き
ま

せ
ん
が
、
次

の
①
か
ら
③

ま
で
の
い
ず

れ
か
に
該
当

す
る
と
き
は

、
審
査
請
求

に
対
す
る
裁

決
を
経
な

い
で
処
分
の

取
消
し
の

訴
え
を
提

起
す
る
こ
と

が
で

き

ま
す
。
 

 
①
 
審
査
請
求
が
あ

っ
た
日
か
ら
３
か
月
を
経
過
し
て
も
裁

決
が
な
い
と
き
。
 

 
②
 
処
分
、
処
分
の

執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る

著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要

が
あ
る
と
き
。
 

 
③
 
そ
の
他
裁
決
を

経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ

る
と
き
。
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第53号様式の５を次のように改める。 

第53号様式の５（第35条の５関係） 

法人県民税均等割減免 

申請書 

 

変更(取消)届 

年  月  日 

 

 

 

 

 鳥取県  県税事務所長 様 

主 た る 事 務 所 等 

の 所 在 地 

  

法 人 の 名 称 

 

  

代 表 者 職 氏 名 

 
  

電 話 番 号 

 

 

    （  ） 

減

免

の

申

請

を

す

る

場

合

 

 鳥取県税条例第41条の３第１項の規定による法人県民税均等割の減免を受けたいので、次のとおり申請しま

す。 

均 等 割 額 の 

算 定 期 間 

 

      年   月   日から 

 

      年   月   日まで 

減 免 申 請 額 

 

              円 

 

減免を受けようとする 

理由 

 

 

  

減

免

の

事

由

が

消

滅

し

た

場

合

 

 減免の事由が消滅したので鳥取県税条例第41条の３第３項の規定により申告します。 

 

消 滅 の 事 由 

  

消 滅 し た 日       年   月   日 

添

付

書

類

 

公益社団法人・公益財団法人、公共法人等 特定非営利活動法人 

(１) 事業報告書 

(２) 決算書 

(３) 出資又は拠出の事実を証明する書類 

(４) その他（   ） 

(１) 事業報告書 

(２) その他（   ） 

 

注 該当のない欄には斜線を引くこと。 
 

第64号様式の２その２を削り、第64号様式の２その１を第64号様式の２とし、同様式を次のように改める。 
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第64号様式の２（第50条の４関係） 

自動車税課税免除申請書 

納

税

義

務

者 

区 分 所 有 者 使 用 者 

住 所 又 は 所 在 地 

 

    

氏名又は名称及び代表

者 の 氏 名 

    

申

請

自

動

車 

登 録 番 号 定 置 場 

  
    市         町 

    郡         村 

申

請

理

由 

  

課 税 年 度 年度 

免 除 税 額 円 

 

 鳥取県税条例第137条第  号に該当するので、鳥取県税条例施行規則第50条の４第１項の規定により、自動車税の

課税免除について、上記のとおり申請します。 

 

    年  月  日 

 

住 所                

申請者 名 称                

代表者の氏名                

 

 職 氏 名 様 

 

 
 

第64号様式の３から第64号様式の８その５までを次のように改める。 
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第64号様式の３（第50条の４関係） 

運転実績（計画）表  

月 別 運 転 日 数 
左の日数中、条例第137条第  号の用のため

直接専用した日数 
備 考 

４月 
  

 

    

５月 
  

 

    

６月 
  

 

    

７月 
  

 

    

８月 
  

 

    

９月 
  

 

    

10月 
  

 

    

11月 
  

 

    

12月 
  

 

    

１月 
  

 

    

２月 
  

 

    

３月 
  

 

    

計 

① 

 

 

② 

＝
①

②
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第64号様式の４（第50条の４関係） 

自動車税課税免除申請書（構造変更車） 

納 税 義 務 者 

 

（申請者） 

住 所   

氏 名   

申請する自動車 

登 録 番 号   

用 途   

定 置 場   

申請する自動車の

内容 

特 別 仕 様

（改造）の部分 
  

免 除 税 額 円   

 

 鳥取県税条例第137条第４号に該当するので、鳥取県税条例施行規則第50条の４第１項の規定により、

自動車税の課税免除について、上記のとおり申請します。 

 

    年  月  日 

 

住 所              

申請者                   

氏 名              

 

    職 氏 名 様 
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第64号様式の５（第50条の４関係） 

自動車税課税免除対象バス認定申請書 

 

年  月  日   

申請者 住所又は所在地 
  

  
氏名又は名称及び代

表者の氏名 
  

 

  職 氏 名 様 

 

鳥取県税条例第137条第10号に該当するので、鳥取県税条例施行規則第50条の４第１項の規定により、   年度分の自動車

税の課税免除について、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 所有する一般乗合用のバスの車両総数             台 

２ 全路線の年間走行キロ総数             キロメートル 

３ 生活路線の年間走行キロ総数            キロメートル 

４ 課税免除対象バス総数                    台 

５ 課税免除対象バスの指定等 

区分 
登録

番号 

乗車

定員 

基準日における当該車両の 

全 走 行 キ ロ 数  ① 

①のうち生活路線の 

走 行 キ ロ 数  ② 

生活路線の

走行率 

①

②
 

当 該車 両の 主た る

定 置 場 

    
人 

 

km km ％ 
  

    
  

 
        

    
  

 
        

    
  

 
        

    
  

 
        

    
  

 
        

    
  

 
        

計 
台 
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第64号様式の６その１（第50条の５、第50条の17関係） 

自動車税課税免除（減免）決定通知書 

納
税
義
務
者 

住 所 又 は 所 在 地 
  

 

氏名又は名称及び代表

者 の 氏 名 

  

 

 

 

決

定

事

項 

   年  月  日付けで申請のあった鳥取県税条例第  条第  項第  号の規定に係る下記の自動車

税の課税免除（減免）については、次のとおり決定する。 

承
認
す
る
も
の 

自 動 車 登 録 番 号 税 目 年 度 免除(減免)税額 

 

自 動 車 税  円 

（注） 適用の要件を欠くに至った場合には、課税免除（減免）を取り消す。 

承
認
し
な
い
も
の 

自 動 車 登 録 番 号 理 由 

    

 上記のとおり決定しましたので通知します。 

 

        年  月  日 

 

   氏       名  様 

 

職 氏 名 印  

 この処分について不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に行政不服審査法第４

条の規定により、知事に審査請求をすることができます。審査請求書は、なるべく県税事務所長を経由して提出してくだ

さい。 

 また、この処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６

か月以内に、鳥取県を被告として（訴訟において鳥取県を代表する者は知事となります。）、提起することができます。な

お、処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することはできませんが、

次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することが

できます。 

① 審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 

② 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
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第64号様式の６その２（第50条の５関係） 

自動車税課税免除決定通知書（生活路線バス用） 

納税義務者 

所 在 地 
  

 

名 称 及 び 代 表 者 の 氏 名 
  

 

課 税 免 除

申請の事由 
 生活路線を運行する一般乗合用のバスに係る自動車税の課税免除 

決 定

事 項 

   年  月  日付けで申請のあった鳥取県税条例第137条第10号の規定に係る下記の  年度

の自動車税の課税免除については、次のとおり決定する。 

承

認

す

る

も

の 

区
分 

登録番号 免除税額 
主 た る 

定 置 場 
区
分 

登録番号 免除税額 
主 た る 

定 置 場 

１       ９       

２       10       

３       11       

４       12       

５       13       

６       14       

７       15       

８       合計   台     

承 認

し な い

も の 

登 録 番 号 主 た る 定 置 場 登 録 番 号 主 た る 定 置 場 

        

        

        

 上記のとおり決定したので通知します。 

      年  月  日 

 氏 名  様 

職 氏 名 印  

 この処分について不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に行政不服審

査法第４条の規定により、知事に審査請求をすることができます。審査請求書は、なるべく県税事務所長を経由

して提出してください。 

 また、この処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起

算して６か月以内に、鳥取県を被告として（訴訟において鳥取県を代表する者は知事となります。）、提起するこ

とができます。なお、処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提

起することはできませんが、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで

処分の取消しの訴えを提起することができます。 

① 審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 

② 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
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第64号様式の６その３（第50条の５関係） 

（表面） 

氏 名  様 

自動車税課税免除決定通知書 

 

 さきに申請のあった自動車税については、鳥取県税条例第137条に該当するので、次のとおり課税免除

を決定します。 

 年 度 年度  

登 録 番 号   

税 額 円 

変 更 後 の 税 額 円 

差 引 課 税 免 除 額 円 

  年  月  日 

職 氏    名 印  

 

（御注意） 

１ 自動車の継続検査・構造等変更検査を受けられる際は、右の納税証明書が必要になります。 

２ この決定の後に適用要件を欠くこととなった場合又は虚偽の申請により課税免除決定を受けた場合

は、決定を取り消すことになります。 

 

（裏面） 

お知らせ 

 この処分について不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に行

政不服審査法第４条の規定により、知事に審査請求をすることができます。審査請求書は、なるべく県

税事務所長を経由して提出してください。 

 また、この処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌

日から起算して６か月以内に、鳥取県を被告として（訴訟において鳥取県を代表する者は知事となりま

す。）、提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対す

る裁決を経た後でなければ提起することはできませんが、次の①から③までのいずれかに該当するとき

は、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。 

① 審査請求のあった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 

② 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
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第64号様式の６その４（第50条の17関係） 

（表面） 

氏 名  様  

自動車税納税通知書兼減免決定通知書 

 

 さきに申請のあった自動車税については、鳥取県税条例第137条の２第１項第  号に該当するので、

次のとおり減免を決定します。 

 年 度 年度  

登 録 番 号   

税 額 円 

変 更 後 の 税 額 円 

差 引 減 免 額 円 

      年  月  日 

職 氏    名 印  

（御注意） 

１ 自動車の継続検査・構造等変更検査を受けられる際は、右の納税証明書が必要になります。 

２ 次のことが生じた場合には、必ず表記の県税事務所へ連絡してください。 

(１) 障がい名が変更となったとき。 

(２) 手帳の等級が変更になったとき。 

(３) 運転免許証が取り消された（返納した）とき。 

(４) 住所が変更になったとき。 

３ この決定の後に適用要件を欠くこととなった場合又は虚偽の申請により減免決定を受けた場合は、

決定を取り消すことになります。 

(裏面) 

お知らせ 

 この処分について不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に行

政不服審査法第４条の規定により、知事に審査請求をすることができます。審査請求書は、なるべく県

税事務所長を経由して提出してください。 

 また、この処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌

日から起算して６か月以内に、鳥取県を被告として（訴訟において鳥取県を代表する者は知事となりま

す。）、提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対す

る裁決を経た後でなければ提起することはできませんが、次の①から③までのいずれかに該当するとき

は、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。 

① 審査請求のあった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 

② 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
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第64号様式の７（第50条の７、第50条の19関係） 

自動車税課税免除（減免）決定取消通知書 

年  月  日   

 

 住 所 

 氏 名         様 

 （納税義務者） 

 

 

職 氏    名 印  

 

  年  月  日付けで課税免除（減免）の承認をした下記自動車に対する自動車税については、下記の理由によ

り取り消したので、通知します。 

 

登 録 番 号 
  

 

取 消 し す る 期 間 
  

 

取 消 し す る 税 額 
 

円  

取 消 し す る 理 由 

  

 この処分について不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に行政不服審査法第４

条の規定により、知事に審査請求をすることができます。審査請求書は、なるべく県税事務所長を経由して提出してくだ

さい。 

 また、この処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６

か月以内に、鳥取県を被告として（訴訟において鳥取県を代表する者は知事となります。）、提起することができます。

なお、処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することはできません

が、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起するこ

とができます。 

① 審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 

② 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
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第64号様式の８その１（第50条の16関係） 

自動車税減免申請書（身体障害者等） 

  年 月 日 

 職 氏 名 様 

申 請 者 

（ 納 税 義 務 者 ） 

住 所   
 

氏 名  

電話番号   

 鳥取県税条例第137条の２第１項第１号ア、イ又はウに該当するので、鳥取県税条例施行規則第50条の16の規定により、

自動車税の減免について、下記のとおり申請します。 

記 

１ 申請種別 

   １ 本人運転   ２ 生計同一者運転   ３ 常時介護者運転  

２ 身体障害者等の氏名等 

 

氏 名 
  

電 話 番 号 
  

 

住 所 
  

生 年 月 日 年  月  日 

３ 手帳の種類・記載事項 

 

障害の程度 障 害 名 個別等級 その他（総合等級等）  

身体障害者手帳 
（障害） 

級 

級 

傷 病 手 帳   項・款   

療 育 手 帳     

精 神 障 害 者

保 健 福 祉 手 帳 

  

級 

手 帳 番 号 交 付 年 月 日 

都道 

 

府県 

市   第      号 
年  月  日  

（有効年月日：    年  月  日） 

４ 新たに減免を受けようとする自動車 ※自動車の使用状況について調査させていただく場合があります。 

 

新規・買替えの別  １ 新規 ２ 買替え  

登 録 番 号  鳥・鳥取 登 録 年 月 日 年  月  日  

運 転 者 

（本人運転以外） 

氏 名   

住 所   

障 が い 者

と の 続 柄   
電 話 番 号 

  

使 用 目 的 

（複数回答可） 

ア．通院  イ．通所  ウ．通学  エ．生業 

オ．その他日常生活における移動（            ） 

主 な 通 院 ・

通 学 先 等 連絡先   

既に減免を受けた

自動車の処分等 

登 録 番 号  鳥・鳥取 

処 分 方 法 等       年  月  日抹消／移転・変更／減免取消（予定） 

５ 減免を受けようとする自動車税の税額 

 年 税 額 税 額  

円 円 
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第64号様式の８その２（第50条の16関係） 

 

自動車税減免申請書（継続用） 

 

 

年  月  日  

 

 申請者（納税義務者） 

（
住

所
） 

市 

 

郡 

町 

 

村 

  

    

（
氏

名
） 

 

   

    
              電話番号 

 

 

   職 氏 名 様 

 

 

  私が所有し、使用している次の自動車について鳥取県税条例第137条の２第１項第１号の規定に該

当しますので、自動車税の減免を申請します。 

 

 

年 度 登 録 番 号 

 

年度    

 ※ 照会事項（変更のある方は、該当する事項を○印で囲み、その内容を記入してください。） 

 

 １ 障がい名が変更になった 

     （             →             ） 

 ２ 手帳の等級が変更になった 

     （変更前        級 → 変更後        級） 

 ３ 運転免許証が取消しになった 

     （取消年月日          年     月     日） 
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第64号様式の８その３（第50条の16関係） 

 

自動車税減免申請書（継続用） 

 

年  月  日  

 

 申請者（納税義務者） 

 

(

住
所) 

        市        町 

 

        郡        村 

 

(

氏
名) 

 

  

 

             電話番号 

 

   職 氏 名 様 

 

  私が所有し、使用している次の自動車について鳥取県税条例第137条の２第１項第１号の規定に該当しますので、

自動車税の減免を申請します。 

 
年 度 登 録 番 号 

 

年度  
  

※ 照会事項 

障
が
い
者 

氏 名 
  

住 所 
  

生 年 月 日 年  月  日 

運
転
者 

氏 名 （障がい者との続柄） 

住 所 
  

使 用 目 的 

（ 複 数 回 答 可 ） 

１ 通院  ２ 通所  ３ 通学  ４ 生業 

５ その他日常生活における移動（             ） 

主 な 通 院 ・ 通 学 先 等 
（連絡先）             

昨年度の内容と変更のあ

る方は該当する事項を○

で囲み、その内容を記入

してください。 

１ 障がい名が変更になった 

 （            →            ） 

２ 手帳の等級が変更になった 

 （変更前       級 → 変更後       級） 

３ 運転者が変更になった 

 （            →            ） 

４ 使用目的又は主な通院・通学先等が変更になった 

５ 住所が変更になった 
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第64号様式の８その４（第50条の16関係） 

自動車税減免申請書（商品中古自動車） 

納 税 義 務 者 

（申 請 者） 

住 所 
  

 

氏 名 
  

 

申請する自動車 

登 録 番 号  別紙のとおり。（    台） 

用 途  商 品 車 

定 置 場 
  

 

年 度 

年 税 額 円 

別紙内訳表のとおり。 

減 免 税 額 円 

古 物 商 許 可 証 の 番 号 
  

 

添 付 書 類 
○商品中古自動車証明書の写し 

○古物商許可証の写し 

 鳥取県税条例第137条の２第１項第２号に該当する商品中古自動車に係る自動車税の減免を受けたい

ので、鳥取県税条例施行規則第50条の16第１項の規定により、自動車税の減免について、上記のとおり

申請します。 

 

      年  月  日 

 

住所又は所在地             

申請者 氏名又は名称及び 

代表者の氏名 
  

 

 職 氏 名 様 
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（別紙） 

内 訳 表 

登 録 番 号 年 税 額 減 免 税 額 摘 要 

  円 円 
  

 

      
  

 

      
  

 

      
  

 

      
  

 

      
  

 

      
  

 

      
  

 

      
  

 

      
  

 

      
  

 

      
  

 

      
  

 

      
  

 

      
  

 

計(    台)     
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第64号様式の８その５（第50条の16関係） 

自動車税減免申請書（教習車） 

納 税

義 務

者 

区 分 所 有 者 使 用 者 

住 所 又 は 所 在 地     

氏名又は名称及び代表者

の 氏 名 
    

申 請

自 動

車 

登 録 番 号 定 置 場 

    

申 請

理由 
  年

度 

  税
額 円  

自

動

車

の

所

有

状

況

等 

区 分 
年 間

生徒数 

自 動 車 台 数 

所 有 台 数 左のうち教習用 

登 録 車 未登録車 計 登 録 車 未登録車 計 

小 型 四 輪

乗 用 車 

構 内   
台 台 台 台 

（  ） 
台 

（  ） 

台 

（  ） 

路 上         （  ） （  ） （  ） 

バ ス 

構 内         （  ） （  ） （  ） 

路 上         （  ） （  ） （  ） 

ト ラ ッ ク 

構 内         （  ） （  ） （  ） 

路 上         （  ） （  ） （  ） 

計 

構 内         （  ） （  ） （  ） 

路 上         （  ） （  ） （  ） 

今年度既に減免等を受

け て い る 自 動 車 

登 録 

番 号 
  

 鳥取県税条例第137条の２第１項第３号に該当するので、鳥取県税条例施行規則第50条の16第１項の規定により、自

動車税の減免について、上記のとおり申請します。 

      年  月  日 

申請者 

住所又は所在地   

氏名又は名称及び代表

者の氏名 

 

           

 職 氏 名 様 

備考 （  ）内は申請自動車の台数を記載すること。 

第64号様式の10及び第64号様式の11を次のように改める。 
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第64号様式の10（第50条の17関係） 

自動車税減免決定通知書（商品中古自動車） 

納 税 義 務 者 

住 所   

氏 名   

決 定 事 項 

   年  月  日付けで申請のあった商品中古自動車に係る自動車税の減免については、次のとお

り決定する。 

年 度 区 分 減 免 す る も の 減 免 し な い も の 

  

登 録 番 号 別紙のとおり （   台） 別紙のとおり （   台） 

年 税 額 円 

内訳は、別紙

のとおり 

  

減 免 税 額 円   

 

 上記のとおり決定しましたので通知します。 

 

      年  月  日 

 

職 氏 名 印  

 

 氏 名  様 

 

 この処分について不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に行政

不服審査法第４条の規定により、知事に審査請求をすることができます。審査請求書は、なるべく県税事

務所長を経由して提出してください。 

 また、この処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日

から起算して６か月以内に、鳥取県を被告として（訴訟において鳥取県を代表する者は知事となります。）、

提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経

た後でなければ提起することはできませんが、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求

に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。 

① 審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 

② 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
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（別紙） 

内 訳 表 

登 録 番 号 年 税 額 減 免 税 額 摘 要 

  円 円 
  

 

      
  

 

      
  

 

      
  

 

      
  

 

      
  

 

      
  

 

      
  

 

      
  

 

      
  

 

      
  

 

      
  

 

      
  

 

      
  

 

      
  

 

計 （   台）     
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第64号様式の11（第50条の19関係） 

自動車税減免決定取消通知書（商品中古自動車） 

 

年  月  日  

 

 住 所 

 氏 名          様 

 （納税義務者） 

 

  職 氏 名 印  

 

     年  月  日付けで減免の承認をした下記自動車に対する自動車税については、下記の理

由により取り消したので、通知します。 

 

登 録 番 号   

取 消 し す る 税 額 円   

取 消 し す る 理 由   

 この処分について不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に行政

不服審査法第４条の規定により、知事に審査請求をすることができます。審査請求書は、なるべく県税事

務所長を経由して提出してください。 

 また、この処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日

から起算して６か月以内に、鳥取県を被告として（訴訟において鳥取県を代表する者は知事となります。）、

提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経

た後でなければ提起することはできませんが、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求

に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。 

① 審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 

② 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
 

第64号様式の12を削り、第64号様式の13その１からその３までを第64号様式の12その１からその３までと

し、第64号様式の12その１から第64号様式の12その３までを次のように改める。  
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第64号様式の12その１（第50条の20関係） 

 

自 動 車 税 納 税 証 明 書 

（継続検査・構造等変更検査用） 

証明書番号 第  号   

 自動車の所有者（使用者） 

 

車 台 番 号 

   

登 録 番 号 

  

本 証 明 書 の 有 効 期 限 年  月  日   

備 考 

  

 

 上記の自動車に係る自動車税は、滞納がないことを証明します。 

 

       年  月  日 

 

鳥取県  県税事務所長 印  
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第64号様式の12その２（第50条の20関係） 

   （鳥取県） 

   

自動車税納税証明書 

 

（継続検査・構造等変更検査用） 

 

年度       

 

 

  

 
車 台 番 号   

 

登 録 番 号   

  

  上記の自動車に係る自動車税は、滞納がないことを

証明します。 

  

 

鳥取県  県税事務所長 印    

 

 本証明書の有効期限       年   月   日 

 
 この証明書は車検又は構造等変更検査を受ける場合に必要となりますので

自動車検査証と共に大切に保管してください。 

 

  

次のいずれかに該当するものは無効です。 

１ 領収印のないもの 

２ 登録番号欄に＊＊＊＊＊印があるもの（未納金がある場

合） 

３ 訂正されたもの 

領 収 日 付 印 

  

 （納税者保管）     
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第64号様式の12その３（第50条の20関係） 

   （鳥取県） 

   

自動車税納税証明書 

 

（継続検査・構造等変更検査用） 

 

年度         

 

 

  

 
車 台 番 号   

  

登 録 番 号   

  

  上記の自動車に係る自動車税は、滞納がないことを証

明します。 

  

 

鳥取県  県税事務所長 印     

 

 本証明書の有効期限       年   月   日 

 
 この証明書は車検又は構造等変更検査を受ける場合に必要となりますので

自動車検査証と共に大切に保管してください。 

  

 

次のいずれかに該当するものは無効です。 

１ 登録番号欄に＊＊＊＊＊印があるもの（未納金がある場合） 

２ 訂正されたもの 

 

  

 

（鳥取県納税貯蓄組合規則の一部改正） 

第３条 鳥取県納税貯蓄組合規則（昭和30年鳥取県規則第30号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

第１号様式（第２条関係） 

納税貯蓄組合設立届 

年  月  日 

 略 

取扱税目 

（注２） 

個人事業税・自動車税 

 略 

 備考 略 

第１号様式（第２条関係） 

納税貯蓄組合設立届 

年  月  日 

 略 

取扱税目 

（注２） 

個人事業税・自動車税の種別割 

 略 

 備考 略 

  

（合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例施行規則の一部改正） 

第４条 合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例施行規則（平成31
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年鳥取県規則第11号）の一部を次のように改正する。 

 様式第１号を次のように改める。 

様式第１号（第２条関係） 

自 動 車 税 証 紙 

  

← 
  

９cm 
  

切取線 

  

→
  

      

の

り 

車  種（Type of Vehicle）                      

登録番号（Registration Number）  №                  

自 動 車 税 証 紙 

Automobile Tax Stamp 

税 額（Tax Amount）             ￥         

←

の

り 

    

課税期間    か月分 
自    年  月  日 

至    年  月  日 ５cm 

Tax for    months    from 

               to 

交付年月日 

（Date of Delivery）      鳥 取 県 

 

                      検 印 

 

 

    

→

切取線 

の り 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に作成されている用紙は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした

上で使用することができる。 

（鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

３ 鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和37年鳥取県規則第70号）の一部を次のように改正

する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（家賃等の減免又は徴収猶予の申請等） 

第８条の４ 条例第12条の規定による家賃の減免若

しくは家賃若しくは敷金の徴収の猶予、条例第21

条第３項若しくは第21条の３第３項において準用

する条例第12条の規定による収入超過者家賃等の

減免若しくは徴収の猶予又は条例第24条の16第３

項の規定による駐車場使用料の減免若しくは同条

第４項の規定による徴収の猶予（以下「家賃等の

（家賃等の減免又は徴収猶予の申請等） 

第８条の４ 条例第12条の規定による家賃の減免若

しくは家賃若しくは敷金の徴収の猶予、条例第21

条第３項若しくは第21条の３第３項において準用

する条例第12条の規定による収入超過者家賃等の

減免若しくは徴収の猶予又は条例第24条の16第３

項の規定による駐車場使用料の徴収の免除若しく

は同条第４項の規定による徴収の猶予（以下「家
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減免等」という。）を受けようとするときは、県

営住宅家賃等減額（免除）申請書（様式第11号）

又は県営住宅家賃等徴収猶予申請書（様式第12

号）にその理由を証明する書類を添付して知事に

提出しなければならない。ただし、知事が災害そ

の他特別な事由があると認めるときは、別に定め

るところによることができる。 

２～５ 略 

 

賃等の減免等」という。）を受けようとするとき

は、県営住宅家賃等減額（免除）申請書（様式第

11号）又は県営住宅家賃等徴収猶予申請書（様式

第12号）にその理由を証明する書類を添付して知

事に提出しなければならない。ただし、知事が災

害その他特別な事由があると認めるときは、別に

定めるところによることができる。 

２～５ 略 

 

第11号様式（第８条の４関係） 

県営住宅家賃等減額（免除）申請書 

職 氏  名 様 

下記のとおり県営住宅の家賃等の減額（免除）

を受けたいので、申請します。 

年  月  日 

郵便番号 

住  所 

申請者     団地第 号 

駐車区画番号 号 

氏  名          

（電話        ） 

記 

備考 

 

 「減額の希望額」欄は、第８条第１項第３

号に該当する者に限り、記入してくださ

い。 

添付書類 １ 略 

２ 次の場合に応じ、それぞれに掲げ

る書類 

(１)～(３) 略 

(４) 駐車場使用料減免の場合 自

動車税の課税免除又は減免に係る

決定通知書の写し 

３ 略 

 略 

第11号様式（第８条の４関係） 

県営住宅家賃等減額（免除）申請書 

職 氏  名 様 

下記のとおり県営住宅の家賃等の減額（免除）

を受けたいので、申請します。 

年  月  日 

郵便番号 

住  所 

申請者     団地第 号 

駐車区画番号 号 

氏  名         ○印  

（電話        ） 

記 

備考１ 氏名を自署する場合には、押印を省略す

ることができます。 

２ 「減額の希望額」欄は、第８条第１項第

３号に該当する者に限り、記入してくださ

い。 

添付書類 １ 略 

２ 次の場合に応じ、それぞれに掲げ

る書類 

(１)～(３) 略 

(４) 駐車場使用料免除の場合 自

動車税種別割課税免除決定通知書

の写し 

３ 略 

 略 

  

 


